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同
治
四

(
一
八
六
五
)
年

江
蘇
省
に
お
け
る
賦
税
改
革

臼

井

佐

先日

子

は

じ

め

に

一
同
治
二
(
一
八
六
三
〉
年
の
賦
税
改
革
上
奏
と
そ
れ
に
至
る
経
緯

(

1

)

威
堕
年
間
の
改
革

(
2
〉
同
治
二
年
の
改
革
上
奏

二

同

治
四
年
減
賦
賓
施
に
至
る
経
緯

(

1

)

規
定
額
裁
滅
の
具
盟
問
内
容
に
関
す
る
一意
見
の
劉
立
と
経
緯

(
2
〉
同
治
四
年
の
減
賦
上
奏
と
そ
の
結
果

三
浮
枚
裁
減
と
大
小
戸
均
賦

(

1

)

浮
枚
裁
滅
と
大
小
戸
均
賦

(

2

)

海
運
津
貼
の
裁
除
と
陥
規
の
裁
滅

お

わ

り

に
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t主

じ

め

筆
者
は
さ
き
に
李
鴻
一
章
の
軍
事
費
劃
策
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
太
卒
天
園
期
を
境
と
す
る
政
治
、
財
政
、
軍
事
の
諸
権
力
の
中
央
か

(
1〉

ら
地
方
へ
の
移
動
傾
向
を
、
主
に
中
央
政
府
に
射
す
る
督
撫
の
権
力
の
強
化
と
い
う
側
面
か
ら
明
ら
か
に
し
た
。
本
稿
は
、
前
稿
で
若
干
言
及

し
た
在
地
の
紳
士
層
の
こ
の
時
期
の
地
方
行
政
へ
の
閥
輿
の
あ
り
方
を
、
同
治
四
〈
一
八
六
五
)
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
、
江
蘇
省
蘇
州
布
政
使



管
轄
下
の
蘇
州
、
松
江
、
常
州
、
鎮
江
、
太
倉
四
府
一
州
に
お
い
て
賀
行
さ
れ
た
賦
税
改
革
の
分
析
を
遁
し
て
、
具
睦
的
に
検
討
せ
ん
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

同
治
四
年
の
賦
税
改
革
は
、
二
つ
の
内
容
を
有
し
て
い
た
。
第
一
は
、
清
初
に
定
め
ら
れ
た
賦
税
規
定
額
、
す
な
わ
ち
主
に
中
央
へ
遺
ら
れ
る

米
糧
を
裁
減
し
た
「
減
賦
」
で
あ
り
、
第
二
は
、
規
定
額
外
に
州
鯨
政
府
が
徴
牧
す
る
浮
牧
を
裁
減
す
る
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
額
外
の
負
措
を
す
べ

て
の
納
税
戸
に
公
卒
に
負
措
さ
せ
る
こ
と
で
、
浮
牧
を
専
ら
課
せ
ら
れ
て
い
た
弱
小
の
納
税
戸
の
負
措
を
軽
減
せ
ん
と
す
る
「
均
賦
」
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
と
も
に
地
方
財
政
牧
支
を
改
善
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
在
地
の
利
盆
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
後
者
が
い
わ
ば

地
方
段
階
で
の
財
政
合
理
化
策
で
あ
っ
た
の
に
封
し
、
前
者
は
中
央
と
地
方
と
の
関
係
に
お
い
て
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

周
知
の
如
く
、
こ
の
時
期
の
賦
税
改
革
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
改
革
の
内
容
そ
れ
自
睦
を
分
析
劃
象
と

(
2〉

(
3〉

し
た
研
究
、
改
革
に
お
い
て
主
導
的
な
役
割
を
果
し
た
鴻
桂
芽
と
い
う
人
物
を
分
析
封
象
と
し
た
研
究
、
そ
し
て
改
革
を
階
級
的
覗
黙
か
ら
検

(
4
〉

(

5

)

討
し
、
こ
の
改
革
運
動
を
地
主
制
の
再
編
と
す
る
、
或
い
は
紳
士
屠
の
地
方
政
治
へ
の
「
合
法
的
」
開
輿
の
出
護
黙
と
す
る
研
究
な
ど
に
、
大

(

6

)

 

別
で
き
る
。
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本
稿
は
以
上
の
諸
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
在
地
の
紳
士
が
、
地
域
社
舎
に
劃
し
て
ど
の
よ
う
な
認
識
を
有
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
一
意

園
を
も
っ
て
行
政
に
参
重
し
、
そ
し
て
貧
際
に
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
得
た
か
、
更
に
は
地
方
官
僚
と
彼
ら
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
の
か
を
検
討
し
、
中
央
と
地
方
と
の
権
力
関
係
の
饗
化
の
性
格
に
考
察
を
加
え
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

同
治
二
(
一
八
六
三
)
年
の
賦
税
改
革
上
奏
と
そ
れ
に
至
る
経
緯

(

1

)
 

威
豊
年
聞
の
改
革

291 

江
蘇
省
蘇
州
布
政
使
管
轄
下
の
四
府
一
州
に
お
け
る
財
政
問
題
、
な
か
で
も
賦
税
問
題
は
二
つ
の
内
容
を
有
し
て
い
た
。
第
一
は
、
江
蘇
省



292 

(

7

)

 

蘇
州
府
、
松
江
府
の
重
賦
、
す
な
わ
ち
面
積
嘗
り
の
賦
税
規
定
額
が
他
省
に
比
べ
て
著
し
く
重
い
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
乾
隆
三
十
(
一七

な
か
で
も
中
央
政
府
へ
の
潜
糧
の
職
迭
経
費
の
増
大
と
と
も
に
、
州
豚
政
府
が
規
定
額
外
に
新
た
に
項

(

8

)

 

日
を
設
け
て
徴
牧
す
る
よ
う
に
な
っ
た
浮
牧
が
増
大
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
大
小
戸
の
負
措
不
公
卒
が
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
。

(

9

)

 

前
者
に
つ
い
て
は
、
清
初
に

一
部
改
革
が
行
わ
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
以
降
改
革
が
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
他
方
後
者
に
つ
い
て

六
五
)
年
以
降
、
州
鯨
政
府
の
経
費
、

は
、
と
く
に
道
光
年
間
以
降
度
々
改
革
が
試
み
ら
れ
た
。
そ
れ
は
以
下
の
こ
と
を
背
景
と
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
道
光
初
年
以
降
、
経

費
捻
出
の
た
め
に
多
く
弱
小
の
納
税
戸
を
劉
象
と
し
て
、
銀
銭
の
折
債
(
換
算
率
)
を
市
場
の
交
換
率
よ
り
高
く
設
定
す
る
勤
折
の
方
法
が
、
州

鯨
政
府
に
よ
っ
て
採
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
八
三

O
年
前
後
か
ら
の
銀
の
流
出
と
、
そ
れ
に
伴
う
銀
貴
と
を
背
景
と
し
て
、
折

(

m

)

 

銭
納
税
を
事
質
上
強
制
さ
れ
て
い
た
弱
小
な
納
税
戸
の
負
捻
が
、
著
し
く
増
大
し
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
弱
小
戸
へ
の
負
捲
輔
嫁
は
、
道
光

十
三
(
一
八
三
三
〉
年
の
水
災
に
よ
る
生
産
低
下
を
機
に
抗
糧
を
招
く
な
ど
、
自
ず
か
ら
限
界
が
あ
っ
た
た
め
、
州
懸
政
府
は

「
担
災
」
、
す
な

わ
ち
災
害
が
な
く
て
も
、
あ
っ
た
と
し
て
緩
徴
(
徴
税
延
期
)
や
、
調
克
(
徴
税
菟
除
)
を
請
い
、
中
央
へ
、迭
る
分
を
減
ら
す
と
い
う
方
法
を
、

採
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
た
。
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(

日

)

道
光
年
聞
の
改
革
と
し
て
は
、

漕
糧
の
海
運
策
と
漕
糧
を
中
央
に
銀
で
迭
る
と
い
う
改
折
策
と
が
建
議
さ
れ
た
。
そ
れ
は
賦
税
徴
牧
と
漕

・

白
糧
の
職
、迭
に
直
接
携
わ
る
州
懸
政
府
の
負
携
を
軽
減
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

浮
枚
、
勤
折
の
軽
減
を
固
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
道
光

二
十
六
(
一
八
四
六
〉
年
以
降
、
州
懸
政
府
の
必
要
経
費
に
充
嘗
す
る
牧
入
を
確
保
し
抗
糧
を
防
ぐ
ベ
く
、
弱
小
納
税
戸
の
負
措
を
軽
減
す
る
た

〈

ロ

)

め
に
、
漕
米
折
債
の
切
り
下
げ
と
、
大
小
戸

一
律
に
折
債
を
定
め
る
大
小
戸
均
賦
と
が
園
ら
れ
た
。
し
か
し
、
緩
徴
適
用
の
不
公
卒
に
よ
っ

(

日

)

て
、
納
税
戸
聞
の
不
公
卒
は
維
持
さ
れ
、
中
央
へ
の
聡
迭
は
減
少
し
摘
明
け
た
の
で
あ
る
。

威
豊
三
(
一
八
五
三
〉
、
六
〈
一
八
五
六
)
年
の
二
回
に
わ
た
る
鴻
桂
芽
に
よ
る
均
賦
策
は
、
以
上
の
政
策
が
、

一
部
は
施
行
さ
れ
つ
つ
も
、
そ

の
寅
行
過
程
で
限
界
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
な
か
で
、
建
議
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
鴻
桂
芽
の
均
賦
策
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
詳
細
な
紹
介
と
検

〈

M
)

討
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
内
容
の
絞
述
は
簡
単
に
止
め
、
威
豊
、
同
治
年
聞
の
賦
税
改
革
諸
政
策
の
中
で
、
そ
れ
が
ど
の
よ



う
な
特
色
を
も
っ
て
い
た
か
を
指
摘
し
た
い
。

威
豊
三
年
及
び
六
年
の
均
賦
策
を
嘗
時
の
巡
撫
に
建
議
す
る
文
中
で
、
漏
桂
芥
は
次
の
よ
う
に
述
べ
、
主
張
し
て
い
る
。
ま
ず
税
負
捨
は
貴

(

日

)

賎
強
弱
で
多
寡
が
あ
り
、
紳
と
紳
、
民
と
民
で
も
一
律
で
は
な
く
、
納
め
る
も
の
が
米
か
銀
か
に
よ
っ
て
も
一
律
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
そ

(

日

)

の
不
公
卒
は
折
債
の
多
寡
と
緩
舗
の
有
無
な
い
し
程
度
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、
威
豊
三
年
の
「
均
賦
議
」

に
お
い
て
、
一
律
に
折
色
徴
牧
す
る
こ
と
、
折
債
は
紋
銀
、
洋
銀
の
換
算
額
を
時
債
に
な
ら
し
て
官
街
の
大
堂
に
掲
げ
、
何
れ
か
で
徴
牧
す
る

こ
と
、
緩
徴
率
も
等
し
く
す
る
こ
と
を
提
議
し
た
。
ま
た
威
盟
六
年
に
は
、
漕
米
は
半
分
を
米
で
徴
牧
し
、
毎
石
附
加
分
を
二
斗
と
し
、
半
分

(

口

)

は
折
債
徴
牧
と
し
、
威
豊
三
年
の
事
例
に
な
ら
い
、
銀
納
な
ら
ば
毎
石
二
一
同
八
鏡
、
銭
納
な
ら
ば
四
千
五
十
二
文
と
す
る
よ
う
提
議
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
に
述
べ
た
、
巡
撫
等
へ
の
均
賦
の
提
議
や
書
簡
だ
け
か
ら
、
鴻
桂
芽
の
均
賦
策
の
員
意
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
は
難
し

い
。
し
か
し
、
鴻
の
他
の
文
章
を
謹
む
と
き
、
そ
の
認
識
と
一
意
園
は
明
ら
か
に
な
る
。
ま
ず
第
一
に
、
鴻
桂
芽
は
地
方
官
に
は
そ
の
土
地
の
出

(

四

)

身
者
が
任
ず
る
こ
と
、
少
な
く
と
も
地
方
行
政
や
財
政
は
、
そ
の
土
地
の
紳
士
が
運
営
に
首
る
こ
と
が
翠
ま
し
い
と
考
え
て
い
た
。
第
二
に
、

西
北
の
地
で
も
米
を
生
産
す
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
南
か
ら
の
漕
米
は
銀
で
迭
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
漕
糧
職
迭
に
伴
う
弊
常
一
白
を
な
く
す
こ
と

が
で
き
る
、
と
述
べ
て
い
る
貼
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
江
南
の
地
が
不
嘗
に
重
い
負
携
を
強
い
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
認
識
が
あ
る
こ
と
で
あ

(

悶

)

る
。
こ
れ
ら
の
考
え
は
か
つ
て
潜
曾
粁
が
述
べ
た
次
の
よ
う
な
主
張
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
潜
は
「
蘇
松
減
賦
私
議
十

六
篠
」
の
中
で
、
減
賦
を
提
議
す
る
こ
と
は
嘗
面
は
困
難
と
し
つ
つ
も
そ
の
必
要
を
読
き
、
「
天
下
の
根
本
は
江
南
に
あ
る
が
、
江
南
に
長
く

暮
し
た
者
で
な
け
れ
ば
、
江
南
の
賓
情
は
絶
封
に
わ
か
ら
な
い
。
」
と
述
べ
、
ま
た
「
他
省
の
土
堅
力
厚
の
土
地
で
稲
作
を
行
っ
て
い
な
い
と

-107ー

法
を
設
け
て
稲
作
を
行
わ
せ
る
べ
き
で
あ
り
、

(

初

)

と
も
述
べ
て
い
る
。
従
っ
て
、
鴻
桂
芥
の
均
賦
策
の
意
園
は
、
そ
れ
が
地
域
社
舎
の
利
盆
を
確
保
す
る
た
め
の
諸
策
の
一
環
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。
そ
し
て
地
域
社
曾
の
利
益
確
保
の
た
め
に
、
第
一
に
、
首
面
減
賦
の
貫
現
は
困
難
と
み
て
、
省
内
の
税
負
捲
の
公
正
化
を
園
り
、
秩
序
を

回
復
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
組
督
や
巡
撫
の
力
を
借
り
る
に
せ
よ
、
均
賦
策
の
貫
行
に
よ
っ
て
、
従
来
の
州
蘇
政
府
と
そ
の
配
下
に
あ
る
膏
吏

」
ろ
は
、

そ
う
す
れ
ば
蘇
松
商
郡
の
賦
額
を
減
ら
し
て
も
損
う
と
こ
ろ
は
限
り
が
あ
る
。
」
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層
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
て
い
た
行
政
権
お
よ
び
財
政
権
を
、
公
正
な
紳
士
の
手
に
奪
回
す
る
こ
と
、

の
二
つ
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

結
局
こ
の
段
階
で
は
、
鴻
桂
芽
の
提
議
し
た
均
賦
は
失
敗
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
共
通
し
た
内
容
の
賦
税
改
革
が
、
威
豊
五
(
一
八
五
五
〉

年
ま
ず
湖
南
省
で
、
次
い
で
こ
の
湖
南
省
に
お
け
る
改
革
に
則
り
、
湖
北
、
江
西
、
安
徽
等
の
湘
軍
系
官
僚
治
下
の
各
省
で
、
そ
れ
ぞ
れ
行
わ

(

幻

)

れ
た
。
こ
れ
ら
湘
軍
系
官
僚
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
賦
税
改
革
に
共
通
す
る
黙
は
二
つ
あ
る
。
第

一
貼
は
、
漕
米
折
債
の
裁
減
と
、
地
域
に
よ
り

差
が
設
け
ら
れ
た
場
合
も
あ
る
が
、
折
債
を
大
小
戸
一
律
に
定
め
た
こ
と
と
で
あ
る
。
第
二
黙
は
、
州
蘇
政
府
の
規
定
額
外
支
出
で
あ
る
規
費

を
除
く
こ
と
を
通
し
て
、
軍
制
の
確
保
を
目
指
し
た
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
各
州
懸
の
ほ
と
ん
ど
怒
意
に
任
さ
れ
て
い
た
地
方
の
財
政

権
を
、
組
督
な
い
し
巡
撫
が
掌
握
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
組
督
な
い
し
は
巡
撫
と
い
う
職
掌
に
拘
わ
る
こ
と
な
く
、
何

(

勾

)

れ
に
せ
よ
湘
軍
系
官
僚
が
財
政
権
を
掌
握
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
と
い
え
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
賦
税
改
革
は
、
彼
ら
の
幕
友
で
あ
る
在
地
の
紳
士
の
手
に
よ
り
、
具
躍
的
方
法
が
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
い

-108ー

ぇ
、
湘
軍
系
官
僚
に
と
っ
て
は
、
軍
制
の
確
保
を
目
的
と
し
た
財
政
権
の
掌
握
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
地
元
の
利
盆
の
確
保
で
あ
っ
た
。
従
っ

て
、
そ
の
よ
う
な
湘
軍
系
官
僚
の
意
圃
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
鴻
桂
芽
の
均
賦
策
の
意
固
と
は
、
そ
の
出
護
黙
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
た

と
い
え
る
。
以
下
、
江
蘇
省
の
賦
税
改
革
の
具
践
的
経
過
を
通
し
て
、
考
察
を
進
め
た
い
。

(

2

)

 

同
治
二
年
の
改
革
上
奏

同
治
二
年
か
ら
の
江
蘇
省
の
賦
税
改
革
は
、
前
述
し
た
湘
軍
系
官
僚
に
よ
る
賦
税
改
革
の

一
環
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し、

後
に
江
蘇
に
倣
っ
て
行
わ
れ
た
淑
江
省
の
場
合
を
除
き
、
他
省
の
改
革
と
異
な
っ
て
、
減
賦
を
そ
の
内
容
に
含
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
、
こ

の
改
革
が
、
そ
れ
ま
で
挫
折
し
績
け
て
い
た
こ
の
地
の
賦
税
改
革
を
貫
行
に
移
す
好
機
と
し
て
、
鴻
桂
芽
ら
蘇
州
紳
士
の
主
導
下
に
始
ま
っ
た

こ
と
に
よ
る
。

滅
賦
を
最
初
に
提
案
し
た
の
は
、
鴻
桂
芽
ら
と
極
め
て
親
し
い
開
柄
に
あ
り
、
嘗
時
上
海
に
塾
居
し
て
い
た
前
署
理
蘇
州
府
知
府
臭
雲
で
あ



る
。
彼
は
、
同
治
二
年
二
月
、
蘇
松
常
鎮
太
糧
遁
郭
嵩
一
一
需
が
軍
鮪
捻
出
の
た
め
に
、
沿
江
、
海
演
の
沙
田
に
課
税
す
る
こ
と
に
つ
い
て
意
見
を

求
め
て
き
た
時
、
む
し
ろ
大
局
的
な
政
策
と
し
て
、
か
つ
て
威
豊
六
年
に
蘇
州
府
震
津
懸
の
抗
糧
暴
動
を
目
の
嘗
り
に
し
て
、
時
の
雨
江
総
督

に
提
案
し
た
こ
と
の
あ
る
減
賦
を
行
う
よ
う
主
張
し
た
。

こ
の
臭
雲
の
主
張
に
劃
し
て
李
鴻
一
章
は
賛
意
を
示
し
、
郭
嵩
烹
に
曾
園
藩
に
提
出
す
る
詳
文
を
霊
園
き
、
李
鴻
一
軍
の
幕
友
と
な
っ
て
い
た
鴻
桂

(

幻

〉

芥
に
上
奏
文
の
草
稿
を
書
く
こ
と
を
命
じ
た
。

上
奏
文
作
成
に
嘗
っ
て
、
嘗
事
者
聞
で
論
が
分
か
れ
た
黙
は
、
大
き
く
分
け
て
二
貼
あ
る
。
そ
の
一
は
、
減
賦
に
閲
す
る
裁
減
率
に
つ
い
て

で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
浮
牧
裁
減
、
大
小
戸
均
賦
を
内
容
と
す
る
均
賦
策
を
、
上
奏
に
加
え
る
か
否
か
の
問
題
で
あ
る
。

前
者
に
つ
い
て
、
ま
ず
果
雲
案
で
は
、
常
州
の
額
を
基
準
と
し
て
、
蘇
、
松
、
太
二
府
一
州
の
規
定
額
の
三
分
の
こ
を
減
額
す
る
と
い
う
も

(
川
品
〉

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
常
州
の
額
と
は
穂
額
で
は
な
く
、

一
畝
あ
た
り
の
額
で
あ
る
。
他
方
鴻
桂
芽
の
案
で
は
、
最
近
十
年
聞
の
貫
徴
額
を
合
算

(

お

〉

し
、
そ
の
卒
均
を
新
た
な
規
定
額
と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
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更
に
蘇
、
松
、
太
、
常
、
鎮
四
府
一
州
の
財
政
を
興
る
蘇
州
布
政
使
の
任
に
あ
っ
た
劉
都
膏
は
、
鎮
江
府
知
府
金
以
誠
の
案
に
も
と
づ
き
、

蘇
州
、
松
江
、
太
倉
二
府
一
州
は
従
来
の
規
定
額
の
二
割
を
、
常
州
、
鎮
江
二
府
は
一
割
を
削
減
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ
の
場
合
、
従
来

の
百
六
十
蔦
石
の
う
ち
三
十
高
石
が
削
減
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
七
割
徴
牧
を
も
っ
て
十
割
と
す
る
と
い
う
考
成
に
お
け
る
操
作
を
伴
え

(

お

)

ば
、
約
百
蔦
石
徴
牧
す
れ
ば
完
徴
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

以
上
を
整
理
す
れ
ば
、
臭
雲
の
案
は
あ
く
ま
で
も
他
地
域
と
の
公
卒
を
求
め
た
も
の
で
あ
り
、
濡
の
案
は
太
卒
天
園
か
ら
す
で
に
松
江
府
を

回
復
し
、
近
い
将
来
蘇
州
府
、
太
倉
州
を
克
服
し
た
後
も
、
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
嘗
面
占
領
期
と
同
じ
よ
う
な
朕
態
が
績
く
で
あ
ろ
う
と
い
う

見
通
し
の
下
で
、
現
買
に
徴
牧
で
き
る
可
能
性
の
あ
る
額
に
改
め
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
更
に
、
劉
都
膏
の
案
は
税
を
徴
牧
し
中
央
に
迭

る
官
僚
の
立
場
か
ら
、
減
賦
を
考
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
園
家
の
財
政
牧
入
の
確
保
と
、
地
域
の
利
盆
と
い
う
基
本
的
に

は
相
容
れ
な
い
基
準
が
、
こ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
る
。
臭
雲
の
案
は
後
者
を
目
指
し
、
劉
都
膏
の
案
は
前
者
を
基
盤
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
鴻
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桂
芽
の
案
は
こ
の
時
貼
で
は
、
雨
者
の
中
聞
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
結
局
、
劉
郁
膏
を
閥
興
さ
せ
る
と
上
奏
が
遅
れ
る
こ

(
幻
)

と
に
な
る
と
い
う
懸
念
か
ら
、

鴻
桂
芽
の
案
に
も
と
‘つ
い
て
、
郭
嵩
煮
は
皐
濁
で
詳
文
を
作
成
し
、
三
月
二
日
に
そ
れ
を
提
出
し
、
上
奏
が
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(

叩

山

)

第
二
の
浮
牧
裁
減
、
大
小
戸
均
賦
に
つ
い
て
は
、
嘗
一
初
郭
嵩
煮
の
詳
文
の
中
に
加
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
封
し
曾
園
藩
は
、
「
陳
義
過
多
」

で
あ
り
上
奏
内
容
が
明
噺
で
な
く
な
る
と
し
て
、
浮
牧
裁
減
を
上
奏
に
加
え
る
こ
と
に
反
射
し
た
。
曾
園
藩
の
こ
の
反
謝
意
見
は
、
単
に
上
奏

放
果
の
希
薄
化
を
懸
念
し
た
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
江
西
省
で
前
述
し
た
賦
税
改
革
の
後
、
牧
入
が
減
少
す
る
一
方
、
支
出
は
減
ら
ず
、
州
廓

官
に
と
っ
て
は
極
め
て
不
都
合
で
あ
り
、
徴
税
が
進
ま
な
い
朕
況
を
み
て
、
改
革
の
数
果
に
疑
問
を
も
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
浮

す
べ
き
で
あ
る
が
、

牧
裁
減
に
つ
い
て
は
各
懸
ご
と
に
朕
況
を
把
握
し
て
、
減
額
を
貫
施
す
べ
き
で
あ
り
、
大
小
戸
の
名
目
は
革
め
る
べ
き
で
あ
り
、
小
戸
は
減
額

(
m
U
〉

(

初

〉

上
奏
を
行
い

一
律
に
減
額
す
る
こ
と
に
は
反
劃
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
劉
都
膏
や
蘇
松
太
道
の
黄
芳
は
、
浮
牧
裁
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滅
自
鎧
に
反
射
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
州
鯨
の
浮
牧
を
壷
く
裁
滅
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
今
回
の
上
奏
の
要
は
減
賦
に
あ
る
と
し
て
並

摩
す
る
こ
と
に
反
劃
し
た
。
こ
れ
に
封
し
鴻
桂
芽
は
、
従
来
の
白
設
で
あ
る
均
賦
策
質
現
の
た
め
に
、
あ
く
ま
で
並
奉
す
る
こ
と
を
主
張
し

た
。
そ
こ
で
、
李
鴻
一章
は
各
自
の
読
を
折
衷
し
て
、
ま
ず
減
賦
を
請
い
、
そ
の
後
で
再
び
局
を
設
け
て
繁
議
し、

浮
牧
裁
減
を
請
う
こ
と
を
提

(

出

)

案
し
た
。
以
上
の
経
緯
の
結
果
、
、
浮
牧
裁
減
と
大
小
戸
均
賦
を
請
う
上
奏
も
、
別
の
奏
文
な
が
ら
、
同
時
に
上
奏
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
司

(

泣

)

た
。
但
し、

一意見
の
一
致
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
具
鐙
的
数
値
を
含
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

か
く
し
て
、

鴻
桂
芽
が
草
稿
を
書
い
た
減
賦
の
上
奏
は
、
南
江
飽
督
曾
園
藩
と
江
蘇
'
巡
撫
李
鴻
一
章
の
名
の
下
に
、
同
治
二
年
五
月
十
一
日
、

提
出
さ
れ
た
。
ま
た
浮
牧
裁
減
と
大
小
戸
均
賦
を
請
う
上
奏
も
、
同
日
附
け
で
行
わ
れ
た
。
以
下
、
上
奏
の
内
容
と
そ
れ
に
劃
し
て
降
さ
れ
た

上
識
の
内
容
と
を
み
て
ゆ
き
た
い
。

ま
ず
減
賦
を
請
う
所
以
を
述
べ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
重
賦
の
所
以
を
述
べ
て
、
そ
れ
が
不
嘗
な
も
の
で
あ

る
こ
と
を
主
張
し
、
道
光
三
年
の
水
災
以
降
の
中
央
へ
の
漕
糧
職
選
額
の
滅
少
に
言
及
し
、
最
近
三
年
は
軍
需
浩
繁
で
聡
迭
で
き
な
い
紋
態
に

減
賦
の
上
奏
は
、



あ
る
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
賂
来
の
見
、
通
し
に
つ
い
て
、
戦
劃
が
終
憶
し
て
後
、
二
、
三
十
年
た
っ
て
始
め
て
、
威
豊
年
間
お
よ
び
道
光
末
年
の

朕
態
に
戻
り
、
も
う
二
、
三
十
年
す
る
と
、
道
光
中
期
の
欣
態
に
戻
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
の
が
貫
情
で
あ
る
と
訴
え
る
。
そ
し
て
呉
雲
が

指
摘
し
た
減
賦
を
行
っ
た
場
合
の
利
貼
を
主
張
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
新
た
な
規
定
額
を
定
め
る
こ
と
を
要
請
す
る
。
す
な
わ
ち
、
威
豊
年

間
中
で
他
の
年
に
比
べ
て
多
く
職
迭
で
き
た
七
年
の
額
を
基
準
と
し
て
、
遁
切
な
額
を
出
す
こ
と
、
常
、
鎮
二
府
は
規
定
額
を
裁
減
せ
ず
、

蘇
、
松
、
太
二
府
一
州
の
み
裁
減
し
、
四
府
一
州
合
計
し
て
、
新
た
な
規
定
額
は
中
央
へ
遺
る
漕
糧
、
白
糧
は
、
耗
米
も
含
め
て
、
百
高
石
以

(

お

〉

下
九
十
高
石
以
上
と
し
、
以
後
は
官
堂
民
欠
を
禁
止
し
、
撞
災
を
許
さ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
上
奏
内
容
か
ら
算
定
す
る

(

担

)

と
、
蘇
、
松
、
太
は
原
額
の
六
割
前
後
を
裁
滅
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(

お

〉

と
こ
ろ
が
、
こ
の
上
奏
に
劃
し
て
、
六
月
三
日
に
降
っ
た
上
誌
の
内
容
は
、
裁
減
は
認
め
る
が
、
そ
の
率
に
お
い
て
大
き
く
異
な
っ
て
い

た
。
す
な
わ
ち
、
蘇
、
松
、
太
二
府
一
州
は
、
そ
の
規
定
額
の
三
分
の
一
を
、
常
、
鎮
二
府
は
十
分
の
一
を
、
そ
れ
ぞ
れ
裁
減
し
、
従
来
の
規

定
額
組
計
百
六
十
高
石
を
百
二
十
高
石
と
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
根
擦
は
、
蘇
、
松
、
太
に
つ
い
て
俄
に
六
割
を
裁

減
し
た
場
合
、
園
家
財
政
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
と
、
常
、
鎮
の
漕
糧
を
全
く
裁
減
し
な
い
の
は
、
不
公
卒
に
な
る
と
い
う

(

お

)

こ
と
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
上
奏
と
上
誌
の
数
値
が
異
な
っ
た
の
は
、
李
鴻
章
ら
の
上
奏
に
さ
き
だ
っ
て
な
さ
れ
た
一
噛
建
監
察
御
史
丁

〈

日

出

)

蕎
昌
の
上
奏
に
も
と
づ
い
て
、
上
識
が
降
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

な
お
、
浮
牧
裁
滅
と
大
小
戸
均
賦
の
上
奏
に
射
し
て
は
、
右
の
上
誌
に
さ
き
だ
っ
五
月
二
十
四
日
、
大
小
戸
等
の
名
目
、
紳
士
が
利
盆
を
ほ

し
い
ま
ま
に
す
る
こ
と
、
州
懸
の
浮
牧
な
ど
を
禁
止
し
、
具
鐙
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
督
撫
が
周
到
に
検
討
し
、
詳
細
に
上
奏
せ
よ
と
の
、
上

(

叩

叩

)

識
が
降
っ
た
。

同
治
四
年
滅
賦
賓
施
に
至
る
経
緯
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右
の
上
誌
を
う
け
て
現
地
で
は
減
賦
局
が
設
け
ら
れ
、
減
賦
の
具
盤
的
内
容
の
検
討
に
入
っ
た
。
し
か
る
に
、
具
瞳
的
内
容
に
つ
い
て
の
上
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(

ぬ

)

奏
が
行
わ
れ
た
の
は
、
同
治
四
年
五
月
十
六
日
で
あ
っ
た
。
上
識
が
降
さ
れ
て
か
ら
上
奏
が
新
た
に
行
わ
れ
る
ま
で
に
、
か
く
も
時
聞
を
要
し

た
最
大
の
理
由
は
、
具
鐙
的
内
容
に
つ
い
て
各
人
聞
に
意
見
の
封
立
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
劃
立
は
、
鴻
桂
芽
ら
蘇
州
紳
士
と
劉
郡
一
膏
と
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
鴻
桂
芽
ら
を
支
持
し
て
い
た
郭
嵩
寮
が
同
治
二
年
八
月
に
贋
東

巡
撫
に
制
押
出
し
、
李
鴻
章
が
十
月
に
蘇
州
に
移
っ
た
た
め
、
劉
都
膏
が
減
賦
局
の
主
持
と
し
て
、
具
盟
案
を
濁
自
に
推
し
進
め
て
い
っ
た
こ
と

(

紛

)

に
よ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
封
立
に
曾
園
藩
が
介
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、
事
態
は
複
雑
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
封
立
は
、
改
革
の
主
導

擢
を
め
ぐ
る
封
立
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
改
革
に
射
す
る
立
場
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
具
瞳
的
内
容
に
顛
在
化
し
た
も
の
で

〈

打

出

)

あ
っ
た
。

本
一
章
で
は
、
同
治
四
年
に
至
る
規
定
額
裁
減
に
闘
す
る
各
人
の
意
見
の
封
立
と
、
上
奏
が
行
わ
れ
た
経
緯
と
を
述
べ
、
こ
れ
を
受
け
て
上
議

が
降
り
貫
行
さ
れ
た
滅
賦
が
、
鴻
桂
芽
ら
の
嘗
-
初
の
一
意
一
園
と
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
論
及
し
た
い
。

(

1

)
 

規
定
額
裁
減
の
具
鐙
的
内
容
に
関
す
る
一
意
一
見
の
封
立
と
経
緯
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各
人
の
意
見
の
基
本
的
な
封
立
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
鴻
桂
芽
は
、
同
治
二
年
の
上
誌
を
不
満
と
し
て
、
蘇
、
松
、
太
二
府

一
州
の
細
川
裁
減
額
の
増
加
を
主
張
し
た
。
こ
れ
に
封
し
、
劉
郁
膏
と
曾
園
藩
は
減
額
線
数
は
嬰
え
ず
に
、
劉
は
裁
減
配
分
の
嬰
更
を
、
曾
は
一
律

裁
減
賞
施
を
、
そ
れ
ぞ
れ
主
張
し
た
。
ま
た
李
鴻
章
は
、
こ
れ
ら
の
封
立
の
中
で
、
い
わ
ば
調
停
役
を
果
し
た
。
以
下
、
具
韓
的
に
検
討
す
る
。

上
識
が
降
っ
て
後
各
人
聞
で
討
議
さ
れ
た
内
容
を
大
別
す
る
と
、
次
の
三
黙
に
要
約
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

一
、
蘇
、
松
、
太
二
府
一
州
の

漕
糧
を
更
に
裁
減
す
る
こ
と
を
請
う
か
否
か
、
二
、
漕
糧
の
裁
滅
方
法
に
つ
い
て
、
科
則
に
則
っ
て
重
額
は
多
く
軽
額
は
少
な
く
裁
減
す
る

か
、
そ
れ
と
も
一
定
の
率
で
普
く
裁
減
す
る
か
、
更
に
科
則
に
則
っ
て
裁
滅
す
る
場
合
、
下
限
を
ど
こ
に
お
く
か
、
三
、
上
誌
で
鯛
れ
ら
れ
て

い
な
い
銭
糧
な
ど
の
裁
減
を
請
う
か
否
か
、
請
う
場
合
、
裁
減
方
法
を
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
、

の
各
黙
で
あ
る
。

第

一
の
漕
糧
の
裁
減
は
、
鴻
桂
芽
に
よ
っ
て
強
く
主
張
さ
れ
、
各
人
の
意
園
す
る
と
こ
ろ
の
違
い
を
最
も
明
瞭
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

上



識
が
降
る
と
、
鴻
は
郭
嵩
烹
と
相
談
し
、
蘇
州
城
が
太
卒
天
園
軍
の
手
中
に
落
ち
る
以
前
で
す
ら
、
七
、
八
十
高
石
し
か
中
央
へ
迭
れ
な
か
っ

た
の
に
、
新
た
に
定
ま
っ
た
百
二
十
高
石
を
迭
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
劉
郷
膏
に
は
相
談
せ
ず
、
李
鴻
章
と
曾
園
藩
の
許
可

(

必

)

を
得
、
更
に
減
賦
を
請
う
上
奏
の
草
稿
を
作
成
し
た
。
こ
の
と
き
鴻
は
原
額
を
更
に
裁
減
し
て
新
規
定
額
を
原
額
の
五
割
な
い
し
五
割
七
分
に

(
円
相
〉

す
る
よ
う
提
案
し
た
。

劉
都
膏
は
こ
れ
に
封
し
、
再
減
賦
を
請
う
こ
と
は
さ
き
の
上
誌
の
御
下
聞
に
答
申
す
る
と
い
う
形
に
沿
わ
ず
、
園
計
を
大
い
に
損
い
、
民
間

も
普
く
寅
恵
に
あ
ず
か
れ
な
い
と
し
て
、
「
お
お
む
ね
紳
土
の
言
う
と
こ
ろ
は
、
民
生
を
い
た
わ
り
憐
れ
む
こ
と
を
専
ら
主
と
し
て
、
園
計
を

(

州

日

)

併
せ
は
か
り
、
南
者
の
卒
衡
を
か
ね
は
か
る
こ
と
を
し
な
い
」
と
述
べ
て
反
劃
し
、
濁
自
の
案
を
提
起
し
た
。
劉
の
考
え
は
、
常
州
、
鎮
江
は

毎
畝
八
升
以
上
の
重
額
の
鎮
江
府
丹
徒
懸
の
三
則
の
み
裁
滅
す
る
。
そ
し
て
戸
部
が
認
可
し
た
常
、
鋸
二
府
の
割
嘗
減
額
組
敷
で
あ
る
組
徴
牧

額
の
十
分
の
一
か
ら
、
こ
の
丹
徒
蘇
の
三
則
へ
の
穂
減
額
数
一
高
三
千
石
強
を
除
い
た
常
、
鎮
二
府
の
割
嘗
減
額
数
の
非
減
額
分
相
嘗
数
を
、

(

必

)

蘇
、
松
、
太
二
府
一
州
の
減
額
敢
に
加
え
、
蘇
、
松
、
太
二
府
一
州
の
減
額
数
を
三
分
の
一
以
上
と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
劉
の
案

(

日

明

)

は
、
戸
部
の
認
め
た
常
、
銀
二
府
の
滅
額
を
撤
回
さ
せ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
、
鴻
桂
芽
や
李
鴻
章
の
反
射
を
う
け
た
。
他
方
、
曾
園
藩
は
劉
の

(

U

)

 

度
重
な
る
訴
え
に
よ
り
、
そ
の
再
減
賦
反
射
論
を
支
持
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
鴻
桂
芽
は
、
原
額
の
一
割
で
は
な
く
、
新
し
い
規
定

(

必

)

額
の
一
割
を
裁
滅
す
る
方
法
に
改
め
た
。
そ
し
て
三
度
、
蘇
州
城
に
入
っ
た
李
鴻
章
に
書
肢
を
迭
り
働
き
か
け
た
。

と
こ
ろ
が
、
同
治
四
年
五
月
、
蘇
州
府
呉
江
蘇
出
身
の
倉
事
府
倉
事
股
兆
鋪
の
李
鴻
章
批
剣
が
行
わ
れ
、
李
は
、
こ
の
事
件
は
蘇
州
紳
士
が

(
的
問
)

謹
言
を
行
っ
た
た
め
で
あ
る
と
受
け
と
り
、
彼
と
蘇
州
紳
士
と
の
協
力
関
係
に
開
隙
が
生
じ
た
。
こ
の
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
鴻
桂
芽
の
主
張
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す
る
蘇
、
松
、
太
二
府
一
州
の
再
減
賦
案
は
た
ち
消
え
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
の
漕
糧
の
裁
滅
方
法
に
つ
い
て
、
曾
園
藩
と
果
雲
は
一
定
の
率
で
、
下
限
を
設
け
ず
普
く
裁
滅
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
曾
圏
藩
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
今
回
の
こ
と
は
、
観
後
で
あ
る
か
ら
減
賦
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
回
を
丈
っ
て
賦
を
均
し
く
す
る
と
い
う

一
律
に
普
く
減
ら
せ
ば
、
科
則
に
よ
っ
て
等
級
を
分
け
、
そ
の
こ
と
で
脅
吏
が
勝
手
に
不
正
を
働
く
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
が
で

299 

こ
と
で
は
な
い
。
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府州別賦額表

地 畝 |原町IーもI綱……引す i官銀

蘇 州府 62，167頃77畝 0.095 877，519石t 588，319雨 0.141 

松江府 40，067頃4畝 427，271石l 310，726石 463，151悶 0.107 0.116 

太倉州 44，552頃52畝 153，330石t 110，452石l 282，675雨 0.034 0.063 

明
常州府 56，826頃56畝 357，648石 322，050石 620，355雨 0.0631O. 109 

銀江府批m頃59畝 2山 6妬 191，09可 制，573雨 0.04210附

計 253，842頃48畝 2，028，336石 1，485，208石 2，298，073雨

第 1表

(

印

)

き
る
」
。

出典 ;同治4年刊 『蘇11'1省賦役全書』

こ
れ
ま
で
数
十
年
歌
緩
を
被
っ

て
き
た
と
し

(

日

)

て
、
従
来
の
災
害
に
よ
る
歌
緩
と
同
様
に
一
律
に
普
く
減
ら
す
べ
き
で
あ
る
と
、
主
張
し
た
。

こ
れ
に
射
し
、

鴻
桂
芽
と
劉
都
菅
は
、
重
額
は
多
く
、
軽
額
は
少
な
く
裁
滅
す
る
こ
と
を
主
張

更
に
減
額
の
下
限
に
つ
い
て
は
、

果
雲
も
ま
た
、

蘇
松
は
重
賦
ゆ
え
に
、

し
た
。

(

臼

〉
た
。

鴻
は
五
升

劉
都
膏
は
八
升
と
す
る
よ
う
提
案
し

そ
の
後
、
何
回
か
の
や
り
と
り
が
各
人
聞
で
交
さ
れ
た
結
果
、
蘇
、
松
、
太
二
府
一
州
は
、

鴻
桂
芽
や
劉
都
膏
の
意
見
が
通
り
、
重
額
は
多
く
軽
額
は
少
な
く
裁
滅
す
る
、
但
し
そ
の
下
限

は
五
升
と
す
る
こ
と
、
常
、
銀
二
府
に
つ
い
て
は
、
一
律
に
十
分
の
一
を
普
く
裁
減
す
る
と
い

(

臼

)

う
こ
と
で
、
妥
協
が
成
立
し
、
そ
の
旨
の
上
奏
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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第
三
の
銭
糧
に
つ
い
て
は
、

務
桂
芽
、

劉
都
膏
と
も
に
そ
の
裁
減
を
主
張
し
た
。
但
し
鴻

は
、
裁
減
率
は
漕
糧
の
裁
減
率
に
準
ず
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

中
で
銭
糧
の
裁
滅
に
言
及
し
な
か
っ
た
の
は
、

そ
し
て
同
治
二
年
五
月
の
上
奏

米
糧
の
裁
減
に
重
黙
を
置
い
た
た
め
で
あ
り
、

②銭糧

災
害
の
場
合
の
緩
舗
の
諸
例
に
従
え
ば
、
銀
米
は
併
せ
て
扱
っ

て
お
り
、
南
者
は
分
か
つ
べ
き

(
U
A
〉

で
は
な
い
と
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
鴻
は
、
蘇
、
松
、
太
の
再
減
賦
が
貫
現
し
て
も
、
常
、
鎮
に

鎮
糧
も
漕
糧
に
準
じ
て
蘇
、
松
、
太
は
多
く

比
べ
重
額
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
こ
と
か
ら
、

裁
滅
す
る
こ
と
を
考
え
た
の
で
あ
ろ
う。

①米糧

一
方
、
劉
郎
菅
は
、
蘇
、
松
、
太
は
漕
糧
を
多
く
裁
滅
し
、
常
、
鎮
は
銭
糧
を
多
く
裁
減
す

(

日

)

る
こ
と
を
主
張
し
た
。

そ
の
根
擦
は
、

第
1
表
の
如
く
、

蘇
、
松
二
府
及
び
太
倉
州
、

鎮
洋

蘇
の
面
積
嘗
り
の
漕
糧
額
が
、
常
、
鎮
に
比
べ
て
重
い
の
に
針
し
、

銭
糧
に
つ
い
て
は
徐
り
饗



わ
ら
な
い
こ
と
、
従
っ
て
漕
糧
の
裁
減
率
を
鐘
糧
に
ま
で
及
ぼ
し
た
場
合
、
銭
糧
に
つ
い
て
は
不
公
卒
が
生
じ
る
と
考
え
た
か
ら
と
思
わ
れ

(

回

)
る。

こ
れ
ら
の
意
見
に
封
し
、
曾
園
藩
は
銭
糧
を
裁
滅
す
る
こ
と
を
請
う
こ
と
に
反
針
し
た
。
そ
の
理
由
は
ま
ず
、
そ
れ
が
さ
き
の
同
治
二
年
五

(

貯

)

月
の
上
奏
の
内
容
に
符
合
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
蘇
、
松
、
常
、
鎮
、
太
四
府
一
州
の
最
近
十
l
二
十
年
間
で
銭
糧
徴
牧
総
額

は
、
最
も
多
か
っ
た
年
で
あ
る
威
豊
八
年
で
す
ら
百
十
除
首
阿
南
で
、
規
定
額
二
百
十
五
蔦
雨
の
六
割
に
も
及
ば
な
い
。
も
し
規
定
額
の
二
割
の

裁
減
を
請
い
、
そ
れ
が
質
行
さ
れ
た
場
合
、
例
年
の
災
害
に
よ
る
調
兎
を
請
う
こ
と
が
不
可
能
と
な
り
、
規
定
額
と
貫
徴
額
と
の
差
を
埋
め
る

(

問

〉

こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
従
っ
て
、
銭
糧
の
裁
減
を
請
う
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
劃
し
劉
都
一
膏
は
、
上
誌
に
よ
れ
ば
新
た
に
兎
服
し
た
地
域
は
、
銭
糧
の
一
年
聞
の
菟
除
を
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
流
亡
し

た
農
民
が
壷
く
復
蹄
せ
ず
、
田
野
が
壷
く
耕
作
さ
れ
な
い
う
ち
は
、
さ
ら
に
鏑
兎
が
貫
施
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
二
、
三
年
後
に
今
回

の
裁
減
に
も
と
づ
く
章
程
を
定
め
れ
ば
、
そ
の
聞
に
民
の
生
気
が
蘇
り
、
困
地
が
回
復
し
、
税
糧
が
確
買
に
徴
牧
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
主
張

(

日

)

し
た
。
お
そ
ら
く
劉
の
員
意
は
、
銭
糧
の
か
な
り
の
部
分
は
省
で
消
費
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
中
央
財
政
へ
の
影
響
が
少
な
く
て
済
む
と
い
う
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こ
と
と
、
規
定
額
を
減
ら
す
こ
と
で
徴
税
賓
績
を
あ
げ
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
討
議
の
結
果
、
上
奏
が
遅
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
た
曾
園
藩
が
、
劉
郷
膏
に
妥
協
し
、
銭
糧
の
裁
減
率
に
つ
い
て
も
濡
桂
芽
の
意
見
は

(

印

〉

逼
ら
ず
、
劉
都
膏
の
主
張
す
る
規
定
額
の
二
割
合
-
裁
滅
す
る
こ
と
を
請
う
こ
と
と
な
っ
た
。

な
お
、
劉
部
膏
と
蘇
州
紳
士
と
の
改
革
へ
の
認
識
の
違
い
を
如
賞
に
示
し
た
事
例
と
し
て
、
清
丈
す
な
わ
ち
土
地
測
量
の
問
題
を
附
け
加
え

て
お
き
た
い
。
太
卒
天
園
下
で
各
地
の
加
籍
(
土
地
蓋
帳
〉
が
散
逸
し
た
た
め
、
新
た
に
回
復
さ
れ
た
松
江
府
川
沙
聴
に
お
い
て
、
鴻
桂
芽
の
主

そ
こ
で
、
こ
れ
を
不
満
と
し
た
劉
都
菅
は
別
の
弓
(
測
量

導
下
で
清
丈
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
結
果
は
奮
衆
の
面
積
よ
り
二
割
少
な
か
っ
た
。

皐
位
〉
に
よ
っ
て
再
測
量
し
、
奮
来
の
面
積
よ
り

一
割
多
い
数
値
を
得
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
再
測
量
に
劃
し
て
批
判
の
聾
が
上
が
っ
た
た
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め
-
潟
は
奮
来
の
弓
を
調
査
し
、
臭
、
長
洲
、
元
和
三
鯨
の
知
鯨
に
劃
し
て
蓄
来
の
弓
に
よ
る
測
量
を
指
示
し
た
。
し
か
し
、
劉
は
こ
れ
に
反
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(

臼

)

射
し
、
結
局
、
土
地
測
量
は
頓
挫
し
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
清
丈
に
関
わ
る
慮
理
と
、
前
述
し
た
同
治
二
年
の
減
賦
上
奏
に
際
し
て
の
劉
の
主
張
、
と
く
に
七
割
徴
牧
を
も
っ
て
十
割
と
す
る
と

い
う
考
成
操
作
の
主
張
か
ら
、
劉
M
W
菅
の
目
指
し
た
と
こ
ろ
が
、
あ
く
ま
で
清
朝
政
府
の
財
政
牧
入
を
維
持
し
、
官
僚
と
し
て
の
任
務
を
全
う

せ
ん
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
劃
し
て
鴻
桂
芽
ら
は
、
地
域
の
利
盆
を
圃
り
、
現
寅
を
踏
ま
え
て
事
態
に
封
虚
せ
ん

と
し
た
。
し
か
し
、
結
局
は
鴻
桂
芽
ら
の
一
意
園
は
貫
徹
さ
れ
ず
、
劉
都
膏
の
主
導
下
で
事
が
推
し
準
め
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る。

(

2

)

 

同
治
四
年
の
減
賦
上
奏
と
そ
の
結
果

以
上
の
討
議
を
経
て
、
同
治
四
年
五
月
十
六
日
、
劉
卸
膏
の
意
見
に
も
と
やつ
い
て
再
び
減
賦
に
閲
す
る
上
奏
が
、
嘗
時
の
署
理
南
江
総
督
李
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鴻一一章
と
護
理
江
蘇
巡
撫
劉
郁
膏
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
上
奏
に
は
鴻
桂
芥
の
漕
糧
再
裁
減
案
は
含
ま
れ

な
か
っ
た
。
こ
の
と
き
の
上
奏
の
内
容
は
、
第
一
に
、
銭
糧
の
裁
減
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
具
幽
眼
的
内
容
と
し
て
は
、
蘇
、
松
、
常
、
銀
、
太

け
て
、

四
府
一
州
の
銭
糧
規
定
総
額
二
百
十
五
寓
雨
の
二
割
を
裁
減
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
裁
減
方
法
と
し
て
は
、
奮
来
の
上
、
中
、
下
の
三
則
に
分

上
則
は
多
く
、
下
則
は
少
な
く
裁
滅
す
る
こ
と
、
そ
し
て
米
糧
の
一
部
な
い
し
全
部
が
銀
換
算
さ
れ
て
い
る
田
地
の
毎
畝
三
分
以
下
に

つ
い
て
は
裁
減
し
な
い
こ
と
、

の
三
貼
で
あ
る
。
第
二
は
、
漕
糧
の
裁
減
方
法
に
つ
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
蘇
、
松
、
太
二
府
一
州
は
、

各
則
に
分
け
て
、
重
則
は
多
く
軽
則
は
少
な
く
裁
減
し
、
毎
畝
五
升
以
下
は
裁
減
せ
ず
、
減
額
組
数
は
原
額
の
三
分
の
一
と
す
る
こ
と
、
常
、

銀
二
府
は
、
各
則
一
律
に
十
分
の

一
を
普
く
裁
滅
す
る
こ
と
が
、
そ
の
内
容
で
あ
る
。

以
上
の
上
奏
に
劃
し
て
同
年
六
月
二
十
五
日
に
、
銭
糧
の
裁
減
は
認
め
な
い
と
い
う
上
識
が
降
っ
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
漕
糧
の
職

迭
経
費
た
る
漕
項
銀
六
十
蔦
両
と
、
地
丁
銀
百
四
十
高
齢
雨
と
に
分
け
て
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

前
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
如
く
で
あ
る
。
漕

糧
の
職
迭
経
費
は
規
定
額
内
の
漕
項
銀
の
ほ
か
に
、
海
運
賃
施
以
降
、
摘
と
し
て
徴
牧
さ
れ
て
い
た
津
貼
で
補
っ
て
い
る
ほ
か
、
不
足
分
に
規



定
額
外
の
他
の
項
目
を
輔
用
し
て
い
る
の
が
現
吠
で
あ
る
。
従
っ
て
、
も
し
漕
項
銀
を
裁
滅
す
れ
ば
、

た
だ
で
さ
え
不
足
し
て
い
る
職
、
迭
経
費

が
更
に
不
足
し
、
津
貼
が
増
徴
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
民
に
と
っ
て
何
ら
盆
が
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
後
者
の
地
丁
銀
に
つ
い
て

は
、
省
の
各
種
費
用
と
災
害
時
の
賑
阻
費
と
に
使
わ
れ
て
お
り
、
も
し
二
割
裁
滅
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
費
用
を
ま
か
な
い
き
れ
な
く
な
り
、
自

ず
か
ら
額
外
に
徴
牧
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
銭
糧
に
つ
い
て
は
規
定
額
は
裁
減
せ
ず
、
漸
江
省
に
な
ら
っ
て

(

臼

)

浮
牧
を
裁
減
す
べ
き
で
あ
る
、
と
命
じ
た
。
な
お
、
五
月
十
六
日
の
上
奏
に
加
え
て
、
米
の
生
産
の
少
な
い
太
倉
州
、
銀
洋
懸
の
漕
糧
を
銀
で

(

臼

)

(

臼

〉

ま
た
雨
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

迭
る
こ
と
を
請
う
上
奏
が
、

次
い
で
、
同
年
九
月
九
日
、
李
鴻
一
章
と
劉
都
膏
と
に
よ
っ
て
、
再
び
上
奏
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
第
一
に
、
米
糧
の
う
ち
漕
糧
以
外
の

存
留
部
分
(
中
央
へ
の
総
迭
部
分
で
は
な
い
項
目
〉
も
そ
の
規
定
額
を
裁
減
す
る
こ
と
、
更
に
白
糧
に
つ
い
て
も
、
原
額
二
十
高
石
の
う
ち
十
二
高

石
が
漕
糧
に
ふ
り
向
け
ら
れ
、
そ
の
轍
迭
経
費
も
減
額
さ
れ
て
、
七
蔦
二
千
石
徐
り
と
さ
れ
て
定
例
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
漕
糧
に
ふ
り
向
け

ら
れ
て
い
る
分
は
、
漕
糧
と
同
じ
く
裁
滅
し
て
ほ
し
い
こ
と
。
第
二
に
、
蘇
、
松
、
太
二
府
一
州
の
沿
海
地
域
の
十
州
鯨
の
う
ち
、
橋
地
は
三
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分
の
一
を
裁
滅
す
る
の
に
加
え
て
、
科
則
と
は
関
係
な
く
、
太
倉
州
、
鎮
洋
鯨
は
五
分
、
常
熟
、
昭
文
、
上
海
、
奉
賢
、
南
陸
、
川
沙
各
州
蘇

は
四
分
、
筆
亭
、
金
山
の
雨
前
脚
は
二
分
と
、
太
、
銀
、
常
、
昭
一
州
三
蘇
は
五
升
以
下
は
減
じ
な
い
の
を
除
い
て
、

(

白

山

)

て
ほ
し
い
こ
と
。
そ
し
て
第
三
に
、
蘇
、
松
、
太
二
府
一
州
の
科
則
ご
と
の
具
睦
的
裁
減
数
値
が
示
さ
れ
た
。

一
律
に
普
く
更
に
裁
滅
し

〈

侃

)

以
上
の
上
奏
に
封
し
同
年
十
一
月
五
日
上
識
が
降
り
、
銭
糧
の
裁
減
以
外
は
す
べ
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
右
の
上
誌
に
も
と
づ
い
て
貧
行
さ
れ
た
改
革
の
具
程
的
結
果
は
、
鴻
桂
芽
の
現
朕
認
識
及
び
戦
略
の
破
綻
を
明
瞭
に
示
す
も
の

で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
劉
郁
膏
の
案
に
よ
る
改
革
の
結
果
は
、
鴻
佳
芽
の
主
張
し
た
新
規
定
額
を
原
額
の
六
割
と
す
る
再
減
賦
案
と
、
内
貫
に
お

い
て
ほ
と
ん
ど
嬰
わ
り
が
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
蘇
州
府
呉
鯨
の
例
を
と
っ
て
み
る
と
、
第
2
表
の
如
く
原
額
毎
畝
一
斗
七
升
一
合
の
科
則

の
回
が
、
総
田
畝
数
の
六
割
二
分
、
線
米
糧
額
の
九
割
三
分
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
減
賦
に
よ
っ
て
、
規
定
額
毎
畝
一
斗
二
合
六
勺
強
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と
改
め
ら
れ
た
か
ら
、
原
額
の
四
割
が
裁
滅
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
臭
懸
以
外
の
蘇
、
松
、
太
の
各
鯨
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
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蘇州府英軍系賦額原科斗則・滅定新科斗則表

〈鰍〉原科斗則| 地 m I 1*同点米 Ic開示訪問ul新額徴本色米

4斗2升5合6勺 4畝2分 1石8斗 l合!1斗1升 4斗6升5合

1斗7升1合 I 4，002頃29畝3分団， 460石9斗4升6合:1斗 2合6勺3抄，41，076石6斗5升1合

l斗4升9合l勺 25頃73畝6分I 3白石9斗1升 I 9升9合 3抄 257石l斗7升4合

1斗4升1合2勺 15畝7分 2石2斗27-十2合I 9升9合8勺9抄 1石5斗7升1合

1斗2升4合3勺 16頃98畝9分 211石1斗9升9合I 9升8合4勺3抄 167石2斗2升8合

l斗l升4合3勺 8分 9升2合I 9升7合 3抄 7升8合

9升9合4勺 46頃28畝4分 460石2斗9升6合i 8升6合 2抄 398石1斗5升7合

8升5合5勺1 10頃72畝8分 91石7斗5升7合i 7升4合5勺 |

22頃45畝2分1 167石4斗6升6合

45頃69畝9分I 227石2斗3升7合

564頃65畝2分11，771石6斗7升7合

310頃59畝 826石2斗6升

1頃33畝7分

227頃35畝6分

2頃57畝4分

第 2表

79石8斗2升9合

150石5斗5升2合6升7合 5抄

[5升以下不減〕

7升4合5勺

4升9合7勺

l46，腕3斗所5合[

3石3斗2升5合

362石9斗

3石8斗4升

3升1合3勺

2升6合6勺

2升4合8勺

1升5合9勺

1， 164頃

1升4合9勺

計

(
白
山
〉

が
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
新
た
な
額
は
嘗
時
に
あ
っ
て
全
完

出典;光緒「奥懸志」各48，田賦5

不
可
能
な
額
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
前
署
理
布
政
使
呉

照
が
劉
都
膏
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
、
同
治
四
年
の
徴
税
額
が

六
割
と
決
っ
た
が
、
報
散
や
官
塾
民
欠
が
禁
じ
ら
れ
、
水
荒
の

現
在
そ
の
六
割
で
も
徴
牧
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
各
省
州
懸

(

同

山

)

官
が
言
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。

し
か
も
、
鴻
桂
芽
が
同
治
二
年
に
作
成
し
た
上
奏
内
容
の
逼

り
に
憶
に
改
革
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
規
定
額
を
す
べ
て

徴
牧
し
、
賦
税
徴
牧
に
伴
う
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
困
難
で
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あ
っ
た
。
後
に
鴻
は
次
の
よ
う
に
悔
み
、
懸
念
を
記
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
山
富
-
初
、
請
え
ば
た
だ
ち
に
許
可
し
て
く

れ
る
ほ
ど
朝
廷
が
か
く
も
寛
大
で
あ
る
と
は
思
わ
ず
、

(

印

)

湯
文
正
が
、

か
っ
て

一
、
二
割
の
裁
減
を
請
い
許
さ
れ
な
か
?
た
こ
と

か
ら
、
今
急
に
半
減
を
願
っ
て
も
許
さ
れ
な
い
と
考
え
て
い

た
。
従
っ
て
、
減
額
数
を
少
な
く
願
っ
て
、
臭
雲
の
言
う
よ
う

に
、
蘇
、
松
、
太
の
規
定
額
は
三
分
の
こ
を
裁
滅
す
る
こ
と
を

(

叩

)

請
わ
な
か
っ
た
こ
と
、
更
に
撞
災
を
禁
じ
る
よ
う
提
案
し
逃
げ

(

礼

〉

道
を
断
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
結
果
、
悪
い
輩
が

利
源
を
溶
い
小
民
の
膏
血
を
掲
す
と
い
う
事
態
が
起
こ
る
で
あ



(

η

)

 

ろ
う
こ
と
で
あ
る
。
鴻
桂
芽
の
こ
の
懸
念
は
事
賓
と
な
っ
た
。
裁
減
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
報
災
や
官
塾
民
欠
な
ど
の
方
法
で
情
況
に

雁
じ
て
現
寅
に
見
合
っ
た
額
を
中
央
へ
職
迭
す
る
こ
と
も
不
可
能
と
な
る
と
い
う
、
州
鯨
は
勿
論
納
税
戸
に
と
っ
て
も
、
貫
質
的
に
は
か
え
っ

て
厳
し
い
情
況
を
も
た
ら
す
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

浮
枚
裁
減
と
大
小
戸
均
賦

本
章
で
は
、
地
方
レ
ベ
ル
で
の
財
政
合
理
化
策
で
あ
る
浮
牧
裁
減
と
大
小
戸
均
賦
と
が
、
賞
際
に
い
か
に
行
わ
れ
た
か
を
検
討
す
る
。
そ
し

て
そ
れ
を
通
し
て
、
現
賓
の
改
革
が
、
鴻
桂
芽
ら
蘇
州
紳
士
の
意
固
と
、

い
か
に
か
け
離
れ
た
も
の
と
な
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

(

1

)

 

浮
牧
裁
減
と
大
小
戸
均
賦

鴻
桂
芽
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
以
前
か
ら
自
設
を
主
張
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
第
一
に
、
浮
牧
を
裁
減
し
折
債
を
切

り
下
げ
、
大
小
戸
の
別
な
く
負
携
を
一
律
と
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
徴
税
を
含
め
で
地
方
の
行
政
、
財
政
の
運
営
に
は
、
そ
の
地
の
紳
士
が
嘗

-119ー

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
現
貫
に
寅
行
さ
れ
る
時
に
は
、
高
桂
芽
は
そ
の
衝
に
嘗
つ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
現
賓

の
改
革
は
鴻
の
一
意
固
と
は
異
な
る
も
の
と
な
っ
た
。
ま
た
、
現
賓
の
改
革
が
も
た
ら
し
た
結
果
も
、
鴻
の
予
想
や
期
待
を
は
る
か
に
裏
切
る
も

の
と
な
っ
た
。

浮
牧
裁
減
と
大
小
戸
均
賦
に
つ
い
て
は
、
同
治
二
年
及
び
三
年
に
、
劉
郷
一
膏
に
よ
っ
て
、
新
た
に
回
復
し
た
松
江
府
、
太
倉
州
に
お
い
て
行

〈

乃

)

わ
れ
た
。
こ
の
改
革
は
布
政
使
自
ら
の
主
導
の
下
で
行
わ
れ
、
し
か
も
非
常
事
態
下
で
あ
り
事
質
土
州
勝
政
府
が
開
輿
で
き
な
い
情
況
下
で
行

っ
た
と
い
う
貼
で
は
、
結
果
と
し
て
湘
軍
系
官
僚
及
び
鴻
桂
芽
の
意
固
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
。
更
に
そ
の
内
容
も
、
浮
牧
を
裁
減
し
、
折
債

(

丸

〉

は
市
債
に
則
り
定
め
、
同
治
三
年
は
漕
米
折
債
毎
石
六
千
四
百
五
十
文
と
し
、
大
小
戸
一
律
均
卒
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
鴻
の
主
張
す
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る
と
こ
ろ
と
そ
の
方
針
に
お
い
て
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
蘇
州
紳
士
が
主
鐙
と
な
っ
て
行
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
黙
で
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は
、
鴻
桂
芽
の
意
固
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
は
い
な
か
司
た
。

こ
の
劉
郁
混
同
の
改
革
は
、
回
復
さ
れ
た
部
分
に
止
ま
っ
て
い
た
の
で
、
全
省
の
回
復
の
見
通
し
が
つ
い
た
段
階
、
同
治
二
年
五
月
に
、
鴻
桂

芥
の
主
張
に
も
と
守
つ
い
て
、
全
省
に
わ
た
る
均
賦
寅
行
の
上
奏
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
一
意
見
の
封
立
が
あ
っ
た
た
め
、
そ

れ
は
具
睦
的
内
容
を
伴
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
同
治
四
年
五
月
十
六
日
の
上
奏
ま
で
は
、
減
賦
を
最
優
先
の
課
題
と
し
て
い
た
た

め
、
均
賦
に
つ
い
て
の
具
鐙
案
の
作
成
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

し
か
る
に
、
こ
の
同
治
四
年
五
月
十
六
日
の
減
賦
上
奏
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
股
兆
舗
に
よ
り
海
運
経
費
た
る
津
貼
を
裁
減
し
、
浮
牧

(

万

)

の
根
源
を
断
つ
こ
と
を
請
う
上
奏
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
を
う
け
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
六
月
二
十
五
日
、
銭
糧
に
つ
い
て
は
、
規
定
額
の
裁
滅

(

花

)

は
行
わ
ず
、
浮
牧
を
裁
減
す
べ
し
と
い
う
上
識
が
降
っ
た
。

そ
の
た
め
、
封
庭
を
迫
ら
れ
た
現
地
で
は
、
同
年
九
月
九
日
、
再
び
銭
糧
規
定
額
の
裁
減
等
を
請
う
上
奏
を
行
っ
た
際
、
六
、
七
十
蔦
雨
前

(

打

)

後
の
地
漕
銭
糧
の
浮
牧
を
裁
滅
す
る
こ
と
も
上
奏
さ
れ
た
。
次
い
で
同
治
五
三

八
六
六
)
年
六
月
に
は
、
李
鴻
章
等
に
よ
り
米
糧
徴
牧
の
際
の

(

沌

)

(

刊

は

)

浮
牧
を
裁
滅
す
る
こ
と
を
請
う
上
奏
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
改
革
が
貫
行
さ
れ
た
。
以
下
、
銭
糧
と
米
糧
の
浮
牧
裁
減
の
内
容
を
み
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て
み
る
。

ま
ず
銭
糧
に
つ
い
て
は
、
同
治
四
年
十
二
月
に
、
鎖
江
府
を
除
い
た
蘇
、
松
、
太
、
常
三
府
一
州
の
浮
牧
裁
減
を
行
い
、
各
鯨
一
律
に
折
債

毎
商
二
千
文
と
し
、
従
来
の
折
慣
に
よ
る
も
の
と
の
差
額
、
す
な
わ
ち
四
十
高
串
(
一
串
H

一
千
文
)
を
裁
減
し
た
。
米
糧
に
つ
い
て
は
、

本
色
で
徴
牧
す
る
場
合
は
、
額
外
の
耗
米
は
規
定
額
毎
石
三
斗
と
し
、
蘇
、
松
、
常
、
太
三
府
一
州
に
お
い
て
、
三
斗
を
超
え
る
浮
牧
米
三
十

七
寓
四
千
除
石
を
裁
減
す
る
こ
と
、
二
、
折
色
す
な
わ
ち
鎮
で
徴
牧
す
る
場
合
の
折
債
は
、
同
治
五
年
中
は
毎
石
四
千
五
百
文
、
次
年
納
入
の

場
合
は
毎
石
五
千
文
と
し
、
蘇
、
松
、
常
、
太
の
三
府
一
州
に
お
い
て
、
浮
牧
銭
約
百
六
十
七
蔦
四
千
串
を
裁
減
し
た
。
す
な
わ
ち
約
二
百
二

(
加
〉

十
三
官
阿
南
相
首
が
裁
滅
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
改
革
は
、
同
治
二
、
三
年
の
劉
都
膏
の
改
革
に
比
べ
て
、
数
値
面
で
は
鴻
桂
芽
の
主
張
に
近
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し



か
し
、
こ
れ
も
紳
士
の
主
導
の
下
で
徴
税
を
行
う
と
い
っ
た
徴
税
の
具
程
的
方
法
の
改
革
を
含
ま
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
徴
税
の
具
瞳
的
場
面

で
は
、
従
来
の
如
く
、
州
鯨
政
府
1

脅
吏
と
い
う
徴
税
系
統
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
ま
ず
そ
の
意
味
で
、
こ
の
改
革
は
、
鴻
桂
芽
の

意
固
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
と
な
っ
た
。

し
か
も
、
こ
の
と
き
の
改
革
は
、
米
糧
に
つ
い
て
浮
牧
の
支
出
部
分
で
あ
る
公
費
ハ
州
蘇
の
行
政
経
費
〉
な
ど
、
従
来
州
鯨
政
府
に
よ
り
非
合

(

飢

)

法
に
徴
牧
さ
れ
て
い
た
も
の
の
額
を
、
公
に
定
め
附
加
徴
牧
す
る
と
い
う
内
容
を
併
せ
も
っ
て
い
た
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
浮
牧
に
制
限
を
加
え

る
と
同
時
に
、
そ
れ
ま
で
非
合
法
で
あ
っ
た
浮
牧
の
一
部
を
合
法
化
す
る
と
い
う
意
味
を
も
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
浮
牧
の
規

定
額
化
、
換
言
す
れ
ば
賓
質
的
増
税
を
法
制
化
す
る
と
い
う
一
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
さ
き
に
述
べ
た
蓄
来
の
徴
税
系
統
の

存
績
が
、
こ
の
浮
牧
の
合
法
化
と
あ
い
ま
っ
た
結
果
、
こ
の
改
革
は
鴻
桂
芥
の
意
園
し
た
も
の
か
ら
、
は
る
か
に
か
け
離
れ
た
も
の
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

(

2

)

 

海
運
津
貼
の
裁
除
と
阻
規
の
裁
減
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浮
放
を
裁
滅
す
れ
ば
、
そ
の
浮
牧
が
嘗
て
ら
れ
て
い
た
支
出
部
分
を
削
減
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
削
減
さ
れ
た
の
が
津
貼
及
び
阻

規
ハ
典
薩
の
際
の
酒
食
費
等
、
公
費
に
属
さ
な
い
諸
費
用
)
で
あ
っ
た
。
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
濡
桂
芽
の
改
革
一
意
一
園
は
税
負
携
の
軽
減
と
公
卒

化
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
軽
減
に
伴
う
支
出
の
削
減
問
題
に
つ
い
て
は
、
鴻
は
明
確
な
認
識
を
絞
い
て
い
た
。
そ
れ
故
、
改
革
が
支
出
一
部
分
に

及
ぶ
に
つ
れ
て
、
鴻
桂
芽
の
一
孟
一恵
国
及
び
認
識
が
、
現
賓
を
正
確
に
反
映
し
た
も
の
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、

一
層
明
瞭
と
な
る
の
で
あ

る。
海
運
津
貼
に
つ
い
て
は
、
漕
糧
の
職
選
が
河
運
か
ら
海
運
に
改
め
ら
れ
た
と
き
、
新
た
に
附
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
項
目
で
あ
り
、
毎
石

〈的巴

一
雨
前
後
徴
牧
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
威
豊
末
年
漕
糧
稔
迭
が
事
賞
上
停
止
さ
れ
た
が
、
遊
金
牧
入
や
関
税
牧
入
と
と
も
に
軍
費
支
出
に
ふ
り

(

凹

山

)

向
け
ら
れ
、
徴
牧
は
繕
績
し
た
。
そ
の
た
め
同
治
二
、
三
年
の
劉
切
膏
に
よ
る
浮
牧
裁
減
の
際
に
は
、
海
運
賃
施
以
来
公
費
に
充
品
回
国
さ
れ
て
い

307 
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〈

但

)

た
規
定
額
中
の
河
運
経
費
が
、
臨
時
に
海
運
費
に
ふ
り
向
け
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
減
賦
賓
施
が
認
め
ら
れ
る
と
、
同
治
四
年
五
月
、
前
述
し

た
よ
う
に
、

股
兆
舗
が
浮
牧
の
根
源
た
る
津
貼
の
裁
革
を
請
う
上
奏
を
行
っ
た
。

肢
の
上
奏
は
李
鴻
章
批
判
を
軸
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
太
卒

天
園
軍
を
卒
定
し
た
以
上
、

軍
費
調
達
の
た
め
に
徴
牧
さ
れ
て
い
た
鐙
摘
は
停
止
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
近
年
牧
租
局
が
設
置
さ
れ
質
施

さ
れ
て
い
る
畝
掲
(
租
指
)
は
、
太
卒
天
園
支
配
下
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
策
で
あ
る
と
し
て
、

(

白

山

〉

(

白

山

)

め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
う
け
て
、
戸
部
が
上
奏
し
、
津
貼
裁
除
の
上
識
が
降
さ
れ
た
。

問
題
に
す
る
一
方
で
、

津
貼
の
裁
減
を
求

そ
の
結
果
、
現
地
で
は
津
貼
裁
除
後
の
海
運
経
費
の
財
源
の
確
保
守
-
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
同
年
九
月
に
李
鴻
一章
と
劉
郡
菅
に
よ
っ
て
、

具
佳
的
内
容
に
言
及
し
た
上
奏
が
行
わ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
海
運
戦
法
経
費
と
し
て
、
九
十
高
千
五
百
雨
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、

運
費
が
不
足
し
津
貼
が
裁
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
現
在
、

い
か
に
削
到
底
す
る
か
に
つ
い
て
提
示
し
て
い
る
。
そ
の
方
法
は
、
米
糧
と
銭
糧
の

(

町

山

)

ふ
り
向
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
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規
定
額
項
目
の
う
ち
、
存
留
部
分
を
、

し
か
し
、
中
央
に
報
告
し
た
方
法
で
貫
際
に
虚
理
し
与
え
た
か
は
、
疑
問
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
第
一
に
、
存
留

部
分
は
次
年
に
な
っ
て
や
っ
と
徴
牧
で
き
る
の
が
現
朕
で
あ
り
、
上
奏
文
中
の
よ
う
に
、
貫
際
に
職
、
進
経
費
に
嘗
て
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
同
治
四
年
、
劉
郡
膏
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
、
前
署
理
布
政
使
呉
照
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
州
懸
は
徴

税
に
首
っ
て
、

ま
ず
す
ぐ
に
徴
牧
で
き
た
分
を
中
央
職
、迭
部
分
に
嘗
て
、
そ
の
後
存
留
の
各
項
目
を
漸
次
徴
牧
し
て
い
く
。
従
っ
て
、
例
え
ば

〈

鴎

)

『
四
分
漕
項
』
の
項
目
の
如
き
は
、
:
:
:
雨
年
後
始
め
て
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
。

第
二
に
、
職
、迭
経
費
充
嘗
の
規
定
額
部
分
が
全
徴
さ
れ
、
総
迭
経
費
に
ふ
り
向
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
李
鴻
一章
は
劉
郁
菅
に
宛
て
た
書
簡
中
で
、

(

回

〉

て
い
足
り
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

「
海
運
津
貼
が
裁
除
さ
れ
れ
ば
、
漕
項
〔
銀
〕
が
全
徴
さ
れ
て
も
糧
費
に
と
う

(

卯

)

従
っ
て
、
こ
の
と
き
海
運
経
費
の
不
足
分
は
、
租
摘
の
う
ち
軍
事
費
に
嘗
て
ら
れ
る
贈
軍
国
息
を
ふ
り
向
け
る
こ
と
で
慮
理
さ
れ
た
。
す
な

わ
ち
、
肢
兆
鏑
に
よ
っ
て
産
金
や
租
摘
徴
牧
と
と
も
に
、
そ
の
裁
除
を
求
め
ら
れ
た
津
貼
は
、
形
式
的
に
は
規
定
額
内
の
項
目
を
も
っ
て
補
う



と
さ
れ
な
が
ら
も
、
寅
質
的
に
は
租
摘
に
よ
っ
て
補
う
こ
と
で
、
始
め
て
裁
除
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
意
味
で
は
、
こ
の
と
き
の

津
貼
裁
除
は
嘗
然
に
、
肢
が
思
う
と
こ
ろ
の
李
鴻
章
ら
に
よ
る
不
嘗
な
税
摘
徴
牧
の
是
正
と
い
う
政
策
た
り
え
ず
、
ま
た
非
常
時
の
牧
入
で
あ

る
租
捕
の
徴
牧
も
卒
常
時
に
は
不
可
能
と
な
る
た
め
、
長
期
的
展
望
に
た
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

次
に
、
同
治
四
年
九
月
の
津
貼
裁
除
の
上
奏
に
加
え
て
、
李
鴻
章
ら
は
阻
規
の
裁
減
を
請
う
た
。
そ
こ
で
は
、
地
方
行
政
経
費
に
必
要
な
分

だ
け
を
残
し
て
、
百
四
、
五
十
高
南
の
阻
規
を
裁
滅
す
る
こ
と
が
上
奏
さ
れ
た
。

以
上
の
津
貼
の
裁
除
と
阻
規
の
裁
滅
に
よ
り
、
二
百
十
四
寓
八
千
南

l
二
百
二
十
四
高
八
千
雨
の
浮
牧
銀
雨
と
、
十
五
高
三
千
五
百
齢
石
の

浮
牧
米
石
が
裁
滅
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
上
奏
中
の
一
石
あ
た
り
の
米
の
買
却
債
格
毎
石
二
南
で
計
算
す
る
と
、
二
百
四
十
五
蔦
五
千

蝕
ー
二
百
五
十
五
高
五
千
融
商
と
な
り
、
前
に
述
べ
た
銭
糧
と
潜
米
の
浮
牧
裁
滅
合
計
額
よ
り
若
干
多
い
額
に
な
り
、
ほ
ぼ
つ
じ
つ
ま
が
合
う

こ
と
に
な
る
。

か
く
し
て
、
津
貼
裁
除
と
晒
規
の
裁
減
は
形
式
的
に
は
賓
現
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
長
期
的
展
望
に
た
つ
も
の
で
は
な
く
、
ま

た
財
政
慮
理
の
う
え
か
ら
も
無
理
が
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
津
貼
裁
除
や
阻
規
の
裁
減
を
裏
附
け
と
す
る
浮
牧
の
裁
減
も
極
め
て
困
難
で

あ
っ
た
。
し
か
も
前
簡
で
述
べ
た
よ
う
に
、
浮
牧
は
一
一
部
合
法
化
さ
れ
、
奮
来
の
徴
税
系
統
は
存
績
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
浮
牧
は
裁
滅
さ
れ

-123-

る
ど
こ
ろ
か
、

合
法
化
さ
れ
た
も
の
に
加
え
て
再
び
増
大
し
、

江
蘇
省
巡
撫
と
な
っ
た
丁
目
昌
に
よ
り
、

大
小
戸
聞
の
負
捨
不
公
卒
も
擦
大
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
れ
故
、

同
治
六

(
一
八
六
七
)
年
、

(

引

)
る。

あ
ら
た
め
て
浮
牧
裁
滅
を
中
心
と
す
る
改
革
が
試
み
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ

お

わ

り

309 

同
治
四
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
、
江
蘇
省
蘇
州
、
松
江
、
常
州
、
鎖
江
、
太
倉
四
府
一
州
に
お
い
て
寅
行
さ
れ
た
賦
税
改
革
は
、
李
鴻
章
の

下
で
、
鴻
桂
芽
ら
蘇
州
紳
士
が
、
提
言
、
立
案
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
高
桂
芽
ら
が
基
本
的
に
意
園
し
て
い
た
の
は
、
賦
税
改
革
を
通
し
た
在
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地
の
利
盆
の
確
保
で
あ
っ
た
。

一
方
、
李
鴻一章
も
太
平
天
闘
を
銀
座
し
、
嘗
一該
地
域
の
復
興
を
計
る
こ
と
を
、
嘗
面
第
一
の
目
的
と
し
て
い

た
。
他
方
、
清
朝
中
央
政
府
は
、
嘗
一該
地
域
を
財
賦
の
地
と
み
な
し
、
回
復
後
速
や
か
に
漕
糧
職
迭
を
再
開
す
る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
そ
の

一一意
を
睦
現
し
た
の
が
劉
都
菅
で
あ
っ

た
。
従
っ
て
、
清
朝
中
央
政
府
及
び
劉
郎
膏
に
劃
し
て
は
、
李
鴻
章
と
蘇
州
紳
士
と
は
共
通
の
利
害
で
一

致
し
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
賦
税
改
革
の
決
定
及
び
賀
行
に
お
い
て
は
、
鴻
桂
芽
ら
蘇
州
紳
士
の
一
意
園
は
必
ず
し
も
貫
徹
さ
れ
な
か
?
た
。
そ
の
原
因

は
現
象
的
に
は
、
同
じ
蘇
州
紳
士
で
あ
る
股
兆
舗
の
批
判
に
あ
る
。
こ
の
批
判
を
契
機
と
し
て
、
李
鴻
章
と
鴻
桂
芽
ら
蘇
州
紳
士
と
の
協
力
関

係
に
開
隙
が
生
じ
、

再
減
賦
案
の
挫
折
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

は
、
第
一
に
、
鴻
桂
芥
ら
と
立
場
を
異
に
す
る
劉
都
膏
が
改
革
推
進
の
中
心
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、

鴻
桂
芥
ら
の
現
朕
認
識
が
不

鴻
桂
芽
ら
の
改
革
へ
の
参
董
は
封
じ
ら
れ
た
。

し
か
し

よ
り
重
要
な
原
因

十
分
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

前
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
劉
都
膏
は
、
あ
く
ま
で
中
央
政
府
の
財
政
確
保
に
主
眼
を
お
き
、
そ
の
目
的
に
沿
う
ベ
く
賦
税
改
革
を
推
進
し

た
。
従
っ
て
、
改
革
の
賀
行
過
程
に
お
い
て
、

鴻
桟
芥
ら
と
樹
立
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
李
鴻
一章
と
い
う
有
力
な
支
援
者
を
依
い
た
鴻
桂
芽
ら

-124ー

は
、
こ
れ
に
劉
抗
し
得
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
新
規
定
額
は
徴
牧
不
可
能
な
も
の
と
な
り
、
徴
税
僅
系
を
紳
土
の
主
導
の
下
に
お
く
と
い
う

漏
ら
の
意
園
は
果
さ
れ
な
か
?
た
。

後
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
鴻
桂
芽
は
、
中
央
政
府
の
封
雁
及
び
現
地
の
財
政
事
情
に
つ
い
て
、
認
識
が
不
足
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
減
賦

要
求
額
が
過
少
と
な
り
、
税
糧
の
徴
牧
職
迭
の
巌
格
な
貫
行
を
結
果
と
し
て
も
た
ら
し
た
。
ま
た
、
浮
牧
裁
減
に

つ
い
て
も
、
負
携
軽
減
に
伴

う
支
出
削
減
に
つ
い
て
明
確
な
認
識
を
歓
い
て
い
た
た
め
、

意
固
と
は
逆
の
負
捲
増
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
在
地
の
利
盆
の
確
保
に
よ
る
地
域
社
舎
の
維
持
を
紳
士
の
主
導
の
下
に
賓
現
す
る
と
い
う
、

求
せ
ん
と
し
た
鴻
桂
芥
は
、
現
欣
認
識
の
不
十
分
、
地
方
官
僚
た
る
劉
都
膏
と
の
封
立
、
そ
し
て
紳
士
主
導
と
い
う
そ
の
趣
旨
と
そ
れ
自
桟
矛

盾
す
る
李
鴻
章
へ
の
依
存
等
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
園
の
貫
現
に
挫
折
し
た
の
で
あ
る
。

「
本
来
の
」

紳
士
の
あ
り
方
を
追
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註
〈

1
〉
拙
稿
「
太
卒
天
薗
末
期
に
お
け
る
李
鴻
章
の
軍
事
費
削
到
策
」
『
東
洋

皐
報
』
六
五
巻
三
・
四
鋭
、

一
九
八
四
年
。

(

2

)

夏
蕪
「
太
卒
天
園
前
後
長
江
各
省
的
田
賦
問
題
」
『
清
華
皐
報
』
一

0
1二
、
一
九
三
五
年
、
朱
慶
永
「
同
治
二
年
蘇
松
二
府
減
賦
之
原
因

及
其
経
過
」
『
政
治
経
済
皐
報
』
一
一
一

l
三
、
一
九
三
五
年
、
劉
克
鮮

「
十
九
世
紀
五
十
至
九
十
年
代
清
政
府
的
減
賦
和
清
賦
運
動
」
『
中
園

祉
曾
科
皐
院
経
済
研
究
所
集
刊
』
七
、
一
九
八
五
年
、

F
o-gEr--

司
・
〉
・・
叫
d
E
NC
Q湾
問
主
叫
，
RHHMNEPR足
。
泊
。
¥
』
白
血
匂
・
出
。
ロ
の
F
F
，

ヨ
宙
開
曲
口
内
田

JP
、円帥ロロ問・日

E
S
O
L
-
-ミ
ミ
雪
誌
の
ど
ミ
足
同
町
。
き
さ
円

同町民乱。、い官一

寸
同一司
awr
、同，ro
同ロ臼

E
E
o
。
同
開
noロ
。
自
一
円
P
〉
円
相
wι
雪
国
広

ω
E
2・
5
3・
等
が
あ
る
。

(

3

)

百
瀬
弘
「
鴻
桂
芥
と
其
の
著
述
に

つ
い
て
」

『
東
亜
論
叢
』
第
二
輯
、

一
九
四

O
年
、
村
松
加
衣
「
鴻
桂
芥
の
均
賦
・
減
賦
論
」
『
近
代
江
南

の
租
桟
』
東
京
大
皐
出
版
舎
、
一
九
七

O
年
所
牧
等
が
あ
る
。

(
4
〉
高
橋
孝
助
「
同
治
二
年
の
江
南
に
お
け
る
減
斌
論
」

『
宮
城
教
育
大

拳
紀
要
』
一
て

一
九
七
六
年
。

(

5

)

夏
井
春
喜
「
『
大
戸
』
・
『小
戸
』
問
題
と
均
賦

・
減
賦
政
策
(
上
〉
・

(
下
)
」
『
中
園
近
代
史
研
究
曾
遁
信
』
八

・
一
一

鋭、

一
九
七
八

・
七

九
年
。

(

6

)

ほ
か
に
掘
削
江
省
に
お
け
る
賦
税
改
革
に
論
及
し
た
研
究
と
し
て
、
佐

々
木
正
哉

「
威
盟
三
年
郵
鯨
の
抗
糧
暴
動
」
『
近
代
中
園
研
究
』
五
、

東
京
大
皐
出
版
倉
、
一
九
六
三
年
所
枚
、
小
林
幸
夫
「
清
末
の
掘
削
江
省

に
お
け
る
賦
税
改
一
革
と
折
銭
納
税
」
『
東
洋
拳
報
』
五
八
巻

一
・一一鋭、

一
九
七
六
年
が
あ
る
。
ま
た
、

HMognror・
』
--
C
S
Hミ
旬

、
h
?

ヨ
S
H
-
t司同
Z
E
S
T
--
司・

8

品。E
E・。・・

E
-
D
辺
、
定
ね
え

の。
3
H
3
N
S
h
Q同
町
小
諸
一
、
町
、
民
と
の
と
お
お

-
C
ヨ〈
σ
『臼

-
q
o向
。
弘
戸『。『口
2

-J
g
p
s
a・
も
、
こ
の
時
期
の
蘇
州
の
財
政
に
お
け
る
宮
崎
桂
芥
の
役

割
に
論
及
し
た
も
の
で
あ
る
。

(

7

)

省
別
潜
糧
額
は
別
表

ωの
如
く
で
あ
る
。
な
お
、
奏
、
粟
米
、
豆
等

に
つ
い
て
は
省
略
し
た
。

(単位;石)

!正免正米|改免正米1永折潤|白糧

山 東 133，722 62，101 70，000 

河 南 24，454 15，229 70，000 

江蘇江安糧道属① 287，799 101，056 75，961 

江蘇蘇松糧道厩② 1，038，909 94，448 106，493③ 69，025 

社方 江 585，252 29，366 29，975 

江 西 350，922 150，886 

?胡 オヒ 94，188 32，521 

湖 南 95，483 5，212 

江寧府 ・揚州府・准安府・徐州府・海州・遁州。
蘇州、l府・松江府・常州府・鎮江府 ・太倉州。
太倉州、l徴牧分。

出典;同治4年刊 『戸部則例」 巻19，漕運，

漕糧正額，改徴折色

-125ー

省別 i曹糧額仏)

(
8〉

規
定
額
外
に
項
目
を
設
け
て
徴
牧
す
る
浮
校
は
非
合
法
で
あ
っ
た
た

①
②
③
 



312 

め
、
多
く
弱
小
の
納
税
戸
に
課
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
劉
克
鮮
前
掲

論
文
、
二
九
六
頁
、
拙
稿
「
太
卒
天
園
前
、
蘇
州
府
・
松
江
府
に
お
け
る

賦
税
問
題
」
『
祉
禽
経
済
史
皐
』
四
七
巻
二
鋭
、
一
九
八
一
年
、
参
照
。

(

9

)

薙
正
三
年
の
上
識
に
も
と
づ
き
、
銭
糧
(
回
賦
の
う
ち
銀
爾
単
位
の

部
分
〉
規
定
額
の
裁
滅
が
行
わ
れ
た
が
、

米
糧
(
回
賦
の
う
ち
石
単
位

の
部
分
〉
は
そ
の
ま
ま
据
置
か
れ
た
。
(
光
絡

『
蘇
州
府
士
山
』
巻

二一、

回
賦
一
)
な
お
、

蘇
州
布
政
使
、
蘇
松
糧
道
管
轄
下
の
各
州
懸
の
財
政

項
目
の
概
略
は
左
記
の
如
く
で
あ
る
(
同
治
四
年
刊
『
蘇
州
省
賦
役
全

書
』
に
よ
れ
ば
、
ー
の
(

1

)

と
(

2

)

を
加
え
た
も
の
が
、
-
全
盛
の
約

九
割
四
分
を
占
め
て
い
る
)
。

ー、

本
色
(
米
糧
)

(
1
〉
蘇
松
糧
道
を
介
し
て
中
央
へ
迭
る
米

a
、
漕
糧

b
、
白
糧

(
2
)

漕
糧
等
の
総
迭
経
費
各
米

(

3

)

他
地
域
へ
迭
ら
れ
る
各
米

〈

4
)
州
燃
の
存
留
米

E
、
折
色
(
銭
糧
)

(

1

)

布
政
使
街
門
へ
途
る
地
丁
銀
等
各
銀
(
一
部
は
中
央
へ
輪
迭
)

〈

2
〉
潜
糧
等
の
輪
迭
経
費
各
銀

(

3

)

他
地
域
へ
迭
ら
れ
る
各
銀

(
4
〉

州
燃
の
存
留
銀

ハ
川山)

銀
貴
や
、
特
に
水
災
は
納
税
戸
一

般
に
と
っ
て
牧
入
減
と
負
措
増
を

も
た
ら
し
た
か
ら
、
身
分
の
あ
る
者
は
身
分
を
利
用
し
、
少
し
で
も
徐

裕
の
あ
る
者
は
、
取
立
人
で
あ
る
膏
吏
等
に

「
注
荒
費
」
と
い
う
事
質

上
の
賄
賂
を
排
っ

て
、
不
作
を
報
告
し
て
も
ら
う
方
法
を
採
っ
た
。
こ

の
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
米
糧
不
足
分
は
弱
小
戸
に
縛
嫁
さ
れ
、
不
公

卒
を

一
一層
横
大
さ
せ
て
い
た
。

(
日
〉
前
掲
拙
稿
「
太
卒
天
園
前
、
蘇
州
府
・
松
江
府
に
お
け
る
賦
税
問

題
」
参
照
。
な
お
後
者
に
つ
い
て
は
、
道
光
二
十
九
(
一
八
四
九
〉
年
、

威
堕
二
(
一

八
五
二
)
年
に
は
、
農
民
に
と
っ
て
盆
が
な
い
、
と
い
う

江
蘇
巡
撫
陸
建
演
の
反
到
に
よ
っ
て
賀
行
さ
れ
ず
(
『
大
清
宣
宗
成
皇

-一帝
貸
録
』
を
四
六
五
、
道
光
二
十
九
年
三
月
己
丑、

太
卒
天
園
歴
史
博

物
館
縞
『
呉
照
檎
案
選
編
』
第
六
輯
、
江
蘇
人
民
出
版
社
、

一
九
八
三

年
、
二
ニ

O
頁
)
、
逆
に
威
墜
四
・

五
年
に
は
、
省
内
の
米
不
足
と
い

う
理
由
で
、
江
蘇
巡
撫
許
乃
剣
ら
に
よ
り
、
改
折
要
求
の
上
奏
が
行
わ

れ
た
が
、
北
京
へ
の
輪
迭
米
糧
が
減
少
し
て
い
た
た
め
、
許
可
さ
れ
な

か
司
た
。
(
前
掲
『
呉
照
檎
案
選
縞
』

一
O
l
一
五
頁
、
『
大
清
文
宗

額
皇
脅
貫
録
』
巻

一
0
0、
威
盟
三
年
七
月
丁
巳
)
。

(
ロ
〉
前
掲
『
奥
向
…
楢
案
選
縞
』
第
六
輯
、
二
二
一
一
貝
、
何
倍
遅
『
漏
網
偶

魚
集
』

中
華
書
局
、
一
九
五
九
年
、
六
|
九
頁。

(
日
)
前
掲
『
漏
網
偶
魚
集
』

九
頁
。

(
日比)

高
橋
孝
助

「
威
盟
三
年
前
後
の
江
南
に
お
け
る
均
賦
論
」

『
宮
城
数

育
大
皐
紀
要
』

一
O
、
一
九
七
五
年
、
村
松
脂
衣
前
掲
論
文
。

(
日
)

鴻
桂
十
分
『
額
志
堂
稿
』
倉

一
O
、
「
均
賦
議
」
。

(
日
)
同
右
一
、
巻
五
、
「
奥
越
撫
部
書」。

(
口〉

同
右
、
巻
九
、
「
請
均
賦
牒
」
。

(
問
)
同
『
校
銀
座
抗
議
』
、
「
克
廻
遊
議
」
、
「
復
郷
職
議
L

、
「
社
話
室
議
」
、

「罷
関
征
議
」
。

(
印
〉
同
右
、
「
輿
水
利
議
」
。
鴻
は
江
蘇
は
他
省
に
比
べ
て
賦
額
が
重
く
、

卒
時
で
も
納
税
が
困
難
で
あ
り
、
ま
し
て
太
卒
天
園

の
侵
入
下
に
あ

-126ー
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り
、
し
か
も
皐
害
と
盤
警
が
あ
い
つ
ぐ
今
年
は
、
納
税
困
難
が
著
し
い

と
述
べ
(
前
掲
「
興
組
撫
部
書
」
)
、
均
賦
を
設
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
濡
自
身
、
重
賦
が
浮
牧
や
大
小
戸
負
鎗
不
公
卒
の
問
題
の
基
本

に
あ
る
こ
と
、
究
極
的
に
は
滅
賦
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い

た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
彼
は
、
同
治
二
年
以
前
に
お
い
て
減
賦
そ

れ
自
鐙
を
提
議
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

〈
却
〉
潜
曾
祈
『
盟
強
荘
本
霊
園
』
「
蘇
松
滅
賦
私
議
十
六
傑
」
。
な
お
潜
曾
祈

は
、
一
七
九
二
年
生
、
蘇
州
府
奥
蘇
出
身
で
軍
機
大
臣
を
つ
と
め
、
鴻

桂
茶
が
進
士
に
合
格
し
た
際
の
曾
試
主
考
官
で
あ
っ
た
潜
世
恩
の
長

子
、
後
出
の
潜
曾
建
の
兄
。
山
名
弘
史
「
潜
曾
析
に
つ
い
て
」
『
法
政

史
拳
』
第
三
七
鋭
、
一
九
八
五
年
三
月
、
参
照
。

ハ
幻
)
具
鐙
的
改
革
内
容
に
つ
い
て
は
、
夏
鋼
、
夏
井
春
喜
、
劉
克
鮮
前
掲

論
文
参
照
。

(
辺
)
胡
林
翼
は
『
胡
文
忠
公
遺
集
』
巻
七
二
、
「
致
江
督
曾
繰
帥
」
の
中

で
、
「
総
督
は
専
ら
兵
政
を
統
稽
し
勇
を
統
轄
し
な
い
。
巡
撫
は
専
ら

吏
事
、
的
事
を
統
轄
す
る
。
〔
私
が
巡
撫
で
あ
る
〕
湖
北
省
で
は
こ
の

よ
う
に
願
っ
て
居
り
ま
す
が
、
〔
貴
方
H
曾
園
藩
が
総
督
で
あ
る
〕
南

江
で
は
こ
の
よ
う
で
は
な
い
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
ま
す
」
と
述
べ
て
い

ヲ
匂
。

(
お
〉
奥
雲
『
雨
雲
軒
尺
膿
』
巻
五
、
「
覆
溶
季
王
観
察
曾
建
論
滅
賦
宜
従

速
詳
緋
書
粂
簡
郭
錆
仙
観
察
」
。

(
川
品
)
同
右
、
各
て
「
喬
鶴
傍
中
丞
」
。

(
お
)
前
註
〈
川
品
)
、
問
、
各
て
「
宋
雲
帆
倉
侍
」
。

(
m
m

〉
宮
崎
桂
芥
『
頼
志
堂
稿
』
巻
四
、
「
江
蘇
減
賦
記
」
。
劉
邪
意向等
輯
『
江

蘇
省
減
賦
全
案
』
径
五
葉
稿
、
同
治
二
年
三
月
十
二
日
金
以
誠
菓
(
以

下
、
『
全
案
』
巻
五
、
菓
稿
、
2
・
3
-
U
・
金
以
誠
菓
の
如
く
記
す
〉
。

(
幻
)
前
註
(
幻
)
、
『
郭
嵩
蕪
日
記
』
ハ
湖
南
人
民
出
版
社
、
一
九
八
一
年

版
)
巻
二
、
九
四
頁
。
上
奏
は
二
月
中
に
行
わ
れ
る
橡
定
で
あ
っ
た
が

(
前
掲
「
宋
雲
帆
倉
侍
」
)
、
各
人
の
意
見
が
一
致
せ
ず
遅
れ
た
。
な
お

劉
郷
膏
は
、
李
鴻
章
が
質
朴
謹
厚
で
あ
る
が
、
諸
賂
と
の
人
関
関
係
も

よ
く
な
く
、
才
識
も
乏
し
い
と
許
し
〈
『
李
文
忠
公
金
集
』
朋
僚
函
稿

一
、
同
治
元
年
五
月
初
二
日
「
上
曾
相
」
。
(
以
下
、
『
李
全
集
』
函
稿

て

1
・
5
・
2

「
上
曾
相
」
の
如
く
記
す
て
そ
の
布
政
使
着
任
に

反
劉
し
た
(
同
右
、

1
・
3
・
ぉ
「
上
曾
相
」
)
人
物
で
あ
る
。

〈
お
〉
『
全
案
』
巻
四
詳
稿
、
郭
嵩
蕪
詳
。

(
m
m
)

『
曾
文
正
公
金
集
』
書
札
各
二
、
「
覆
郭
錫
仙
」
。

(
ぬ
〉
資
芳
は
い
わ
ゆ
る
湘
軍
系
官
僚
で
は
な
い
が
、
湖
南
省
出
身
で
あ

り
、
曾
図
藩
に
近
い
人
物
で
あ
っ
た
。

(
幻
)
『
李
全
集
』
函
稿
三
、

2
・
4
-
m
「
上
曾
相
」
。

(
ロ
〉
『
全
案
』
巻
二
、
牽
巻
、

2
・
5
・
u、
曾
園
落
、
李
鴻
章
再
奏
。

(
お
)
同
右
、
巻
二
、
章
巻
、

2
・
5
・
口
、
曾
図
落
、
李
鴻
章
奏
。

(

M

)

蘇
、
松
、
常
、
銀
、
太
四
府
一
州
の
漕
白
正
耗
米
は
百
六
十
蔦
石
、

蘇
、
松
、
太
二
府
一
州
の
合
計
は
百
二
十
一
高
石
、
常
、

鎖
は
四
十
五

蔦
石
で
あ
る
か
ら
(
『
全
案
』
巻
二
、
章
巻
、
一
一
|
一
一
一
頁
、
戸
-
部

再
奏
)
、
合
計
百
1

九
十
蔦
石
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
蘇
、
松
、
太

を
六
十
六
七
十
六
高
石
、
す
な
わ
ち
原
額
の
六
割
前
後
を
減
額
す
る

こ
と
に
な
る
。

〈
お
〉
光
緒
『
蘇
州
府
士
山
』
各
一
二
、
回
賦
一
。

(
町
四
〉
『
全
案
』
巻
二
、
章
巻
、
二
|
一
一
一
頁
、
戸
部
再
奏
。

〈
町
出
)
同
右
、

2
・
4
-
n、
丁
欝
昌
奏
。
丁
は
蘇
、
松
、
常
、
銀
、
太
四
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府
一
州
に
加
え
て
、
漸
江
省
湖
州
、
嘉
興
、
杭
州
三
府
の
計
七
府
一
…
州

の
規
定
額
の
一
-
一
分
の
一
を
裁
滅
す
る
こ
と
を
請
う
た
。

(
叩
拍
)
『
全
案
』
巻
て
上
議
、
2
・
5
・
川
崎
、
上
稔
。

(
ぬ
)
『
全
案
』
巻
二、

章
巻
、
4
・

5
-m、
李
鴻
章
、
劉
邸
膏
奏
。

(
的
問
〉
李
鴻
章
は
、
劉
都
膏
一
人
で
は
そ
の
任
に
た
え
な
い
と
し
〈
『
李
全

集
』
函
稿
三
、
2
・

6
・
9
「上
曾
相
」
)
、

「減
漕
の
大
政
は
必
ず
公

正
紳
士
を
加
え
て
討
議
す
べ
き
で
あ
り
、
入
局
し
て
そ
の
業
務
に
協
力

す
る
こ
と
を
、
宮
崎
桂
芥
が
甚
だ
し
く
願
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
お
り

(
同
右
、
2
・

6
-m
「
致
郭
錫
傍
都
縛
」
)
、
官
同
桂
芥
の
主
導
の
下
で

減
賦
が
推
し
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。

(

H

U

)

例
え
ば
存
留
部
分
の
裁
減
な
ど
中
央
財
政
へ
の
影
響
の
な
い
も
の
、

或
い
は
少
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
劉
都
膏
は
宮
崎
桂
芥
の
意
見
を
と
り

い
れ
上
奏
を
作
成
し
て
い
る
。

(
必
〉
前
掲
「
江
蘇
減
賦
記
」
、
向
、
巻
九
、
「
擬
請
再
減
賦
額
疏
」
。

(
刊
日
)
同
右
、
各
五
、
「
再
臨
李
宮
保
」
、
『
全
案
』
巻
五
、
葉
稿
、
3
・

1
・

初
、
劉
郎
膏
葉
。

(
似
)
『
全
案
』
径
五
、
葉
稿
、

3
・
1
・

却
、
劉
切
膏
葉
。

(
ぬ
)
前
註
(
川
崎
)
。

〈
日
明
)
前
掲
「
再
啓
李
宮
保
」
、
『
李
全
集
』
奏
稿
八
、
「
蘇
省
地
漕
銭
糧
一

僅
酌
減
摺
」
。

(
円
引
)
『
全
案
』
品
位
三
、
文
移
、
3
・
3
-
m
、
曾
園
藩
よ
り
劉
郷
膏
へ
の

書。

(
必
)
『
穎
士
山
堂
稿
』
巻
五
、

「
啓
李
宮
保
論
減
賦
」

「再
麿
李
宮
保
」
「
一
一
一

答
李
宮
保
」。

鴻
桂
茶
は
こ
の
と
き
李
鴻
章
の
首
相
友
を
臨
附
し
て
い
た
。

(
川
叩
〉
前
掲
「
江
蘇
滅
賦
記
」
。

「
蘇
州
劉
藩
司
印
刷
膏
等
舎
粟
江
蘇

(
印
)
『
曾
文
正
公
全
集
』
批
服
巻
五
、

減
漕
預
商
雨
詳
稿
」
。

(
日
〉
『
雨
曇
軒
尺
酬
明
』
巻
二
、
「
鴻
林
一
宮
允
」
。

(
臼
〉
『
願
志
堂
稿
』
巻
五
、
「
再
啓
李
宮
保
」
、
『
全
案
』
巻
三
、
文
移
、

3
・
4
-m、
曾
閤
藩
よ
り
劉
都
膏
へ
の
書
。

(
臼
)
前
註
(
却
)
。

(
臼
)
前
掲
「
再
臨
李
宮
保
」
。

(
お
)

『
全
案
』
各
五
、
菓
稿
、

3
・
4
・
8
、
劉
榔
膏
葉
。

(
日
)
『
李
全
集
』
函
稿
五
、

3
・
9-
m、
「
上
曾
相
」
。

(
閉
山
〉
『
全
案
』
単
位
三
、
文
移
、
3
・
4
・
川
崎
、
曾
園
藩
よ
り
劉
郷
膏
へ
の

全
国
。

(
臼
)
同
右
、
各
三、

文
移
、

4

・
5
・口
、
曾
図
藩
よ
り
劉
切
膏
へ
の

資
画
。

(
印
)
同
右
、
巻
五
菓
稿
、
4
・
5
・

m、
劉
切
膏
葉
。

(
印
〉
『
李
全
集
』
函
稿
六
、
4
・
2
・
u、
「
復
曾
相
」
。

(

m

m

)

同
右
、
奏
稿
九
、
「
陳
明
租
摘
丈
田
清
理
民
房
情
形
片
」
、
前
掲
「
江

蘇
減
賦
記
」
、
各
五
、
「
復
感
方
伯
論
清
丈
第
二
番
」
。

(
臼
)
『
全
案
』
巻
て
上
議
、

4

・
6
・ぉ
、
上
論
。

(
臼
〉
『
李
全
集
』
奏
稿
八
、
「
太
倉
銀
洋
二
廊
改
徴
折
色
摺
」
。

(
臼
)
『
大
清
穆
宗
毅
皇
帝
質
録
』
巻
一
四
四
、
同
治
四
年
六
月
美
卯
。

〈
筋
)
『
全
案
』
各
二
、
章
巻
、
4
・

9
・
9
、
李
鴻
章
、
劉
崩
事
同
奏
。

(
侃
〉
同
右
、
各
一
、
上
議
、
4
・

1
・
5
、
上
論
。

(
m
w
)

同
右
、「
江
蘇
省
各
属
国
糧
原
額
斗
則
表
」
。

(
m
m
〉
前
掲
『
呉
照
楢
案
選
編
』
第
六
韓
、
五
五

O
頁。

(ω
〉
湯
紙
。
康
照
二
十
四
年
、
江
蘇
巡
撫
の
職
に
あ
り
、
減
賦
の
上
奏
を
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行
っ
た
。

(
初
)
前
掲
「
江
蘇
減
賦
記
」
。

(
礼
)
前
掲
「
再
啓
李
宮
保
L

。

〈
η
)
前
掲
「
啓
李
宮
保
論
減
賦
」
。

(
ね
)
前
註
(
問
山
〉
。

(
九
〉
『
李
全
集
』
奏
稿
八
、
「
裁
革
銭
漕
積
弊
片
」
、
越
烈
文

「
熊
静
居
士

日
記
」
、
『
太
一
中
天
国
史
料
叢
編
簡
輯
』
第
三
加
、
中
華
書
局
、
一
九
六

二
年
所
枚
、
三
一
七
頁
。

〈
万
〉
『
全
案
』
巻
二
、
章
巻
、
4
・
閏
5
・
3
、
戸
部
奏
、
『
段
譜
経
侍

郎
年
譜
』
五
四
頁
。

(
叩
山
〉
『
全
案
』

品位

て
上
議
、
4
・
6
・
ぉ
、
上
一議。

(
竹
川
)
前
註
(
問
山
〉
。

(符〉

『
李
全
集
』
奏
稿

一
O
、
「
滅
漕
未
憲
事
宜
摺
」
。

(刊は)

『
全
案
』
巻

て
上
議
、
5
・

7
-
m、
上
競
。

(
加
)
同
治
四
年
九
月
九
日
の
李
鴻
章
と
劉
都
膏
の
上
奏
中
の
一
石
あ
た
り

の
米
の
頁
却
債
格
銀
二
雨
と
蛍
時
の
市
場
の
銀
銭
比
債
毎
商
千
四
百
文

(
民
園
『
上
海
師
紳
士
山
』
巻
六
、
回
賦
上
、
賦
額
〉
を
用
い
て
算
出
し
た

数
値
。

(
m
m
)

ま
ず
漕
糧
の
年
内
納
入
の
場
合
、
蘇
、
松
二
府
で
は
、
銭
納
の
場
合

は
折
債
毎
石
三
千
二
百
文
と
し
、

米
納
の
場
合
は
耗
米
三
斗
を
加
え
、

更
に
爾
者
と
も
に
毎
石
公
費
銭
千
文
を
加
え
る
こ
と
、
そ
し
て
同
治
六

315 

年
以
降
に
つ
い
て
は
、
折
債
は
毎
年
省
が
定
め
、
そ
れ
に
毎
石
公
費
銭

千
文
、
漕
費
銭
四
十
八
文
、
脚
費
銭
四
文
を
加
え
る
こ
と
な
ど
が
、
定

め
ら
れ
た
。
(
民
園
『
川
沙
問
勝
士
山
』
巻
八
、
財
賦
志
、
賦
額
、
漕
回
、

附
記
。
〉

(
位
)
『
全
案
』
巻
二
、
章
巻
、
4
・
閏
5
・
3
、
戸
部
奏
。

(
回
)
『
曾
文
正
公
全
集
』
書
札
各
九
、
「
覆
李
輔
堂
」
。

(

U

M

)

前
註
〈
筋
〉
。

(
民
山
)
般
の
批
剣
の
趣
旨
は
、
い
わ
ば
李
鴻
章
個
人
に
属
す
る
官
親
、
幕

友
、
遊
客
、
劣
紳
ら
が
委
員
と
な
っ
て
、
財
政
や
行
政
を
ほ
し
い
ま
ま

に
し
て
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
般
の
批
剣
の

封
象
は
、
李
鴻
章
に
直
属
す
る
安
徽
出
身
の
幕
友
に
加
え
て
、
官
時
桂
茶

ら
の
グ
ル
ー
プ
も
そ
の
批
剣
の
封
象
で
あ
っ
た
。
前
掲
拙
稿
「
太
卒
天

園
末
期
に
お
け
る
李
鴻
章
の
軍
事
費
削
到
策
」
参
照
。

(
町
∞
〉
前
註
(
回
)
。

(
釘
〉
前
註
(
広
山
)
。

(
∞
∞
〉
前
掲
『
奥
照
檎
案
選
縞
』
第
六
輯
、
五
五

O
l五
五
一
頁
。

(

ω

)

『
李
全
集
』
函
稿
六
、

4

・
7
・
9
「
致
劉
松
出
版
護
織
」
。

(
卯
)
前
掲
「
江
蘇
滅
賦
記
」
。

(包

o
n
r
0・
』

・
聞
内

J
F
2
2
q
E円
河
内、町

3
3
H
U
E
d宮
町
立

。、HS
F
出

R
S三
C
ロ
2
2
5可
同

】

『

O

臼田・

5
8・
参
照
。
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THE JIANGSU PROVINCE TAX REFORM OF

　　　　　　　

TONGZHI同治4 (1865)

Usui Sachiko

　　　

This essay will investigate the participation of Suzhou 蘇州gentry

like Feng Guifen 馮桂芥and others in local public finance by means of

an analysis of the Jiangsu province tａχΓeform carried out from Tongzhi

4 C1865) to Tongzhi 5 C1866).　It will also include an inquiry into the

character

　

of

　

the

　

change

　

in

　

the

　

power

　

relations between the central

government and the localities｡

　　　

Feng Guifen and others were intent on maintaining gentry leadership

of local society by guaranteeing bene丘ts to the locality.χVith this in

mind, Feng moved to gain the support of Li Hongzhang 李鴻章who was

aiming to suppress the Taipings and to renew the region, and proposed

ａ plan for tａχΓeform. Nevertheless, in the implementation of the tax

reform, Feng's plan was not carried oｕt｡

　　　

The reason for this was that criticism from Yin Zhaoyong 殷兆鋪

created ａ splitin relations with Li. But even more importantly: 1) Acting

provincial governor of Jiangsu護理江蘇巡撫Liu χungao 劉郁膏(formerly

Suchou administrative commissioner: ｈｚ辰曜

to secure income for the central government, managed to assume leader-

ship of the reform, and 2) Feng himself did not have ａＳｕ伍cientunder-

standing of how to cope with the central government nor of the circu-

mstances of local finance. Thus, Feng Ｇｕ妊en,because of his inadequate

understanding of the situation,his antagonism to the local ０伍cialLiu

χungao, and moreover his reliance on Li Hongzhang in contradiction to

the idea of gentry leadership, failed to realizehis plan.
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